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東海公衆衛生雑誌 第 12 巻第 2 号 2025 年 

エコチル調査愛知ユニットセンターにおける 13 歳以降調査継続に

向けての取り組みと再同意者の特徴 
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目的 前向きコホート研究において，長期に渡るコホートの維持は研究の成否にかかわる最重要課

題の１つである。一方，出生コホート研究において，参加者維持のための創意工夫に基づいた

現場の絶え間ない努力に関しての記述は非常に乏しいのが現状である。我々は環境省による国

家プロジェクト「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」の15拠点の1つであ

る愛知ユニットセンター（UC）を2010年度から運営している。エコチル調査の開始当初の基本

計画では胎児期から13歳に達するまでの追跡を想定しており，13歳以降の調査継続については，

その時点の研究成果やフォローアップ率などを勘案して判断するとされていた。2021年度の有

識者検討会では，高い追跡率と高い質問票回収率等により13歳以降も調査を展開することが必

要であるとされ，調査継続のために再同意取得が必要となった。本研究では我々が再同意取得

のために行った取り組み内容とその効果について記述し，13歳以降調査に向けたさらなる再同

意率向上のための考察を行うことを目的とした。 

方法 2023年度から再同意取得のため，ニュースレター， チラシ， ショートメッセージや電話で

の再同意勧奨などに加え，小学6年生を対象とした対面調査（学童期検査）を13歳以降調査継続

の周知と再同意取得の重要な機会と位置付け，学童期検査参加の勧奨も積極的に行った。 

結果 2023年度対象者778名のうち13歳継続の再同意者518名(66.6%)，不同意64名(8.2%)，未反応者

196名(25.2%)であった（2024年5/8現在）。再同意者は子どもの就学後の質問票提出率が高く，

学童期検査への参加率が高かった。未反応者に対する電話勧奨の効果は高く，75名のうち13歳

以降調査の継続同意の意向を示した者は50名（手続き済み34名）であった。不同意者，未反応

者においては，多忙であることに加え，専用アプリインストールを伴う再同意手続きやウェブ

形式での質問票回答に対しての苦手意識や不安感が多数見受けられた。 

結論 学童期検査への参加を促し対面でコミュニケーションを行うことは13歳以降調査継続には有

効と考える。また，電話による再同意手続きの勧奨はコホート維持率が低くなるとの報告もあ

るが， 今回の結果では効果的であった。今後のコホート維持においても，参加者とのコミュニ

ケーションを積極的に推進し，ウェブ形式質問票調査のデジタル・ディバイド（情報格差）の

影響を受ける参加者の負担感を軽減する戦略が必要と考える。

Key words ： 出生コホート研究，コホート維持

* 名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生

学分野

2* 名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学

分野

3* 名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児

医学分野

連絡先：〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1

 名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生学 

 伊藤 由起 

E-mail: yukey@med.nagoya-cu.ac.jp

Ⅰ はじめに 

コホート研究は，仮説として考えられる要因を有

する集団と有さない集団を追跡し，健康状態の変化

を観察することで，当該要因と疾病罹患との統計学

的関連を解明することを目的としている。コホート

研究の長所の１つとして，要因と健康状態の変化・

病気の発症との関連を検討する際にバイアスが入り

にくいことが挙げられる。しかし，追跡が長期間に
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わたるコホート研究においては社会経済学的に弱い

立場にある人などによる選択的離脱が問題になる1)。

それにより，統計的検出力が下がるだけではなく，

推定された関連性の一般化可能性が低くなり2)，コ

ホート維持の戦略は非常に重要である。 

エコチル調査は，2010年に環境省が始めた全国約

10万人の出生コホート研究である。胎児期から小児

期にかけて化学物質曝露の環境因子が子どもの健康

に与える影響を解明するために妊娠期から追跡を続

けてきた3),4),5)。全国15拠点の1つであり東海地区唯

一のユニットセンター（UC）である名古屋市立大学

は，医学研究科に「母と子どもの健康・ 環境総合研

究センター（エコチル調査愛知 UC）」を設置し，調

査地域である名古屋市北区と一宮市で2011年から

2014年までに母親5,721人，子ども5,554人，父親

2,479人を登録し，閉鎖コホートとして追跡を行って

きた6)。 

エコチル調査は参加児が13歳時点における追跡率

を80%以上維持することを目標として実施されてき

た3),4),5)。2024年4月現在，愛知 UC の参加児の年齢は

9歳から12歳になり，子どもは5，232人（追跡率94％），

母親4,930人（86％），父親2,357人（95%）が継続的

に参加している（図1）。2021年度に6回にわたり開催

された環境省の「健康と環境に関する疫学調査検討

会」では，全国調査として高い追跡率と高い質問票

回収率に基づき，多くの研究成果が報告されている

こと，妊婦10万人の血中鉛濃度のデータが食品安全

衛生委員会に引用され，さらに，食物アレルギーの

診療ガイドラインや妊娠中の体重増加曲線を示すな

ど，貢献度が高い事業として認められた。この検討

会は2022年3月，参加児が40歳程度となる2054年頃ま

で調査を継続する方針をとりまとめ，それに伴い，

参加児が18歳に達するまでの計画に改定された。13

歳以降18歳までの調査継続に関しては保護者からの

代諾を再度取得し，16歳以降は本人からも同意を取

得する方針となったが，16歳に達するまでも参加児

への情報提供，賛意の確認に努めることになった。

また13歳以降の質問票調査媒体は紙から参加者ポー

タル（調査参加者だけが使用できる専用システム）

を用いたウェブ形式へと変更となり，再同意の取得

も同アプリ内で行うこととなった4),5）。一連の手順は

エコチル調査で定める「個人情報管理に関する基本

ルール」に従い，国立環境研究所ならびに名古屋市

立大学の倫理審査委員会の承認を得て実施した（管

理番号80-23-0099）。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1.再同意者へのインセンティブ 

 再同意者には，インセンティブとして500円相当の

金券を，さらに代諾者と子どもの期限内のウェブ質

問票回答で各々500ポイント(500円相当)を付与した。

また，愛知 UC では上記に加え，学童期検査の会場に

て再同意画面を見せた人に，愛知 UC のマスコット

キャラクターの反射板を渡した。 

 

2.再同意用アカウント情報発送までの事前準備 

 愛知 UC では早くから参加者に13歳以降の調査継

続が決定したことを周知してきた（表1）。2022年12

月愛知 UC ニュースレター①にて，参加者全員に13

歳以降の調査継続について伝えた。2023年2月には海

洋生物，海洋環境保全の専門家を招いた対面イベン

トを行い，3月には環境保全に関する映画上映会で，

エコチル調査の意義や目的，具体的な成果について

調査参加者に広く伝えるとともに，調査に参加して

いる子どもたちの継続的な調査協力をお願いした。

その際に13歳以降調査継続の決定と今後の具体的手

続きについて説明し，参加者とのコミュニケーショ

ンを図った。同年3月の愛知 UC ニュースレター②で

は，小学6年生学童期検査の案内と，同検査参加で「ボ

ランティア活動証明書」を発行することを掲載した。 

 

 

 

図1. エコチル調査の概要
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表1. 13歳以降調査継続の同意取得のために⾏った通知やリマインド 

 
 

13歳以降調査継続の同意 学童期検査
2022年12⽉ ニュースレター①︓13歳以降も調査を継続する⽅針が国内有

識者による検討会により⽰されたことを通知

2023年2⽉ 対⾯イベント︓参加者の親⼦に，調査の意義や具体的な成
果についてわかりやすく伝え，継続的な調査協⼒お願い

3⽉ 映画上映会︓参加者の親⼦に，調査の意義や具体的な成
果についてわかりやすく伝え，継続的な調査協⼒をお願い
ニュースレター②︓13歳以降調査のアカウント情報に関する簡
易書留を6⽉頃に送ることを通知
チラシ①︓アプリインストールによる⼿続き案内のチラシをニュース
レターに同封

5⽉ ⼤判葉書①︓13歳以降の調査継続決定の経緯についてイラ
ストで説明し，簡易書留が届くこと，アプリインストールによる⼿
続きについて通知

⼤判葉書②︓学童期検査の検査内容や予約⽅法についての通知
と，会場で13歳以降調査の継続同意の⼿続きができることを通知

簡易書留︓保護者のアカウント情報を発送
専⽤アプリのログイン⽅法や学童期検査会場でも⼿続きができ
るとのメッセージカードを同封
SMS︓郵便物の開封を⽬的に，簡易書留が届くこと，同意
⼿続きの謝礼があること，学童期検査でサポートできることを参
加者全員に通知

⼤判葉書③︓名古屋市北区周辺の参加者に検査⽇を追加，会場
で13歳以降調査の継続同意の⼿続きができることを通知

7⽉初旬 ニュースレター③︓13歳以降調査の継続同意の⼿続きが始
まっていること，学童期検査会場でサポートできることを通知

⼤判葉書④︓⼀宮市周辺の参加者に検査⽇を追加，会場で13歳
以降調査の継続同意の⼿続きができることを通知

7⽉ メッセージカード︓⼩学6年⽣向けの学年ごとの質問票発送時
に，参加者ポータル専⽤アプリのログイン⽅法と学童期会場で
も⼿続きができることについてのメッセージカードを同封

7⽉中旬 学童検査開始（主に夏休みから9⽉頃までを予定していたが，8⽉以
降の電話での勧奨時の聞き取りで翌年2⽉と春休みを追加）

8⽉ 電話勧奨①︓⼩学2年⽣学童期検査の参加者，質問票提出率が
⾼い者，学童期検査会場までの距離が近い者を対象

10⽉中旬 葉書①︓調査継続の未反応者に，⼿続きに関する案内を送
付。⽬隠しシールを⽤いて，関⼼を引き寄せる⼯夫

11⽉初旬 チラシ②︓⼩学6年⽣学年質問票の未提出者に質問票の再
送を⾏った際，13歳以降調査継続についての再度の案内と，
同意者には簡易書留で⼦どもアカウント情報が届く旨のチラシを
同封

12⽉ 葉書②︓学童期検査未参加者に，検査⽇程を追加したことを通知
電話勧奨②︓夏休みに予定が合わなかった者に，再度架電

2024年3⽉ ニュースレター④︓13歳以降調査の継続同意⼿続きに未反応
者に，4⽉からウェブ質問票を配信すること，インセンティブとし
てのポイント付与があることを通知
チラシ③︓ウェブ質問票回答で得られるポイント交換についての
チラシを同封

3⽉末 葉書③︓未反応者に，継続同意した場合に得られるポイント
の期限が迫っていること，操作が不安な場合には気軽に問い合
わせをと通知

4⽉上旬 電話勧奨③︓未反応者のうち，⼦どもの就学後の質問票提
出率が⾼い者に13歳以降調査の継続の意思について電話で
尋ね，未反応の背景要因について聞き取り。デジタル・ディバイ
ドの影響を受ける者には電話⼝で⼿続きのサポート。再同意後
に⼦どもがプレ質問票の回答で得られるポイント付与の期限が
迫っていることを通知

ニュースレター②︓7⽉から学童期検査が始まること，インセンティブとし
て「検査結果」や「ボランティア活動証明書」があることを通知

6⽉
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 さらに6月頃に13歳以降調査の継続の同意に関す

る書類が届くことと手続きの流れについてのチラシ

①を同封した。2023年5月「13歳以降調査継続のお手

続きはお早めに！漫画付アプリインストール手続き」

としてイラストを用いて調査継続の決定した経緯と

意義を大判葉書①で伝えた。同月小学6年生学童期検

査のお知らせ発送時に「13歳以降の手続きは会場で

もできます」として対面にて再同意を取得すること

を目的として大判葉書②で案内した。 

 

3.アカウント情報発送後のフォローアップ 

 2023年6月には代諾者宛に13歳以降継続に関する

アカウントとパスワードを簡易書留で送り，13歳以

降調査の参加者ポータル専用アプリでお困りの際は

お問い合わせをと記した添え状を同封した。簡易書

留は参加者の利便性を考慮し，土曜日に届くように

発送した。さらに，郵便物が確実に開封されること

を目的に，対象者全員に対してショートメッセージ

（SMS）により，簡易書留を郵送したこと，期間内の

手続きで謝礼があること，学童期検査でサポートで

きることを送信した（図2）。7月6日愛知 UC ニュース

レター③で，6年生対象に参加者ポータル専用アプリ

を開始していること，学童期検査会場でスタッフが

再同意手続きをサポートすることを繰り返し伝えた。

同月11日小学6年生対象の学年質問票発送時にも同

様のメッセージカードを同封した。 

 7月15日から参加者コミュニケーションの重要な

場でもある小学6年学童期検査が始まり，会場では積 

極的に13歳以降継続同意の呼びかけを行った。会場

にて，参加者がスマートフォンのアプリ上で同意画

面を提示すると，インセンティブとして愛知 UC の

マスコットキャラクター「エコネコ★」のオリジナ

ル反射板をプレゼントした。8月1日頃には学童期検

査の参加を促すために，小学2年生学童期検査の参加

者，これまでの質問票提出率が比較的高い参加者や

会場から自宅までの距離が近い参加者を対象に直接，

電話勧奨①をした。電話勧奨ではこれまでに登録さ

れた自宅電話や携帯電話に電話をした。日中は仕事

をしている参加者が多いため昼休み時間や夕方を中

心に電話をし，出られない者には SMS を送信した。

繰り返し電話をしている中で，中学受験を予定して

いる児，習い事やスポーツの試合等で夏休みには都

合がつかない児が多くいることが分かった。そのた

め，受験が終わった2月中旬以降と春休みに検査日程

を新たに追加した。 

 

 

 

図2. アカウント情報発送後の同意者/不同意者の推移 
棒グラフは左の縦軸，折れ線グラフは右の縦軸を⽤いて，それぞれに該当する⼈数を⽰した。 

簡易書留の1週間以内の受け取りがなく返送されてきたものに関しては再度お送りしているが，横軸は初回発送後の⽇数となっている。 
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 10月11日には13歳以降調査継続同意に関して未反

応者272名に同意手続きに関しての葉書①を郵送し

た。手続きの状況をシールで目隠しし，関心を引く

工夫をした。11月2日には，7月に発送した小学6年生

学年質問票の未回答者への質問票の再発送時に13歳

以降継続同意についてのチラシ②を添えた。12月前

半には学童期検査の未参加者に学童期検査日程追加

の葉書②を送り，夏休みに都合が合わなかった者に

電話勧奨②した。2024年3月の愛知 UC ニュースレタ

ー④発送時，小学6年生の参加者に小学校卒業祝の記

念品を贈った。そのうち再同意と未反応者707名には

4月からウェブ質問票を配信することを伝え，インセ

ンティブであるポイント交換についての案内も同封

した。継続不同意者53名にはこれまでのお礼を伝え

た。さらに，これまでの質問票提出と小学2年生と小

学6年生の学童期検査参加の皆勤賞とほぼ皆勤賞の

母親には妊娠期からこれまでの多大なる協力への感

謝状と粗品を同封し，今後もコホート維持のために

変わらぬ協力をお願いした。 

 3月末には13歳以降調査の継続同意の未反応者225

名に再同意後のプレ質問票回答には期限があること

を葉書③で伝えた。4月上旬には継続同意の未反応者

のうち，これまでの質問票提出率が高い方75名に電

話勧奨③をした。 

 

4.統計解析 

 対象者の属性は，13歳以降調査継続の同意状況（再

同意者，不同意者，未反応者）で群別し，連続変数

はクラスカル・ウォリス検定の後ボンフェローニの

多重比較検定を，カテゴリ変数はカイ二乗検定，フ

ィッシャーの正確確率検定を用いて，解析を行った。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

 2023年度対象者778名のうち13歳継続の再同意者

518名 (66.6%)，不同意者64名 (8.2%)，未反応者196

名 (25.2%)であった（2024年5/8現在）。不同意の理

由としては，「多忙」，「子どもが嫌がる」，「紙の質問

票がよかった/インターネットやアプリ等の操作が

苦手」，「区切りをつけたかった」などの意見が聞か

れた。特に，質問票の提出状況が良好な対象者で，

13歳以降調査の不同意者の中には，小学6年生までや

り切るという目標を果たした達成感から不同意を選

択した方が一定数いた。未反応者の中には質問票の

提出率が低い人が多かった。 

 再同意者は子どもの就学後の質問票提出率が高く，

学童期検査への参加率が高かった（表2）。414名の学

童期検査参加者のうち，再同意が406名 (98.1%)，不

同意が6名 (1.4%)，未反応者が2名 (0.5%)であった。

特筆すべきは，当初不同意と回答していた者のうち，

同意に変更した者が11名 (2.7%) いたことである。

「話を聞いてもう少し続けてみようと思った」，「同

意と回答したつもりでいた」といった声が聞かれた。

学童期検査会場では，子どもの検査の待ち時間に代

諾者には未提出の質問票の回答をお願いしており，

これも質問票提出状況が再同意者に多い要因となっ

た。 

 児を妊娠中の時期における基本属性においては，

再同意者，不同意者，未反応者の間に大きな差は見

られないが，未反応者には他の群に比べて出産時年

齢が低い，喫煙者が多い，小学2年生学童期検査の参

加率が低いなどの傾向が確認された。また，母親の

最終学歴が中学または高校の者が占める割合は，再

同意者の中では28.2％，不同意者の中では25.0％，

未反応者の中では37.0％であった。統計的有意差は

見られなかったが，未反応者には妊娠期の母親の最

終学歴が中学または高校の人が多い傾向が見られた。

不同意者，未反応者が再同意者よりも質問票提出率

が低いため解釈には注意が必要だが，不同意や未反

応の主な原因として挙がる「多忙」は労働条件によ

るものではないと示唆された。不同意者の子どもは

男児が多い傾向にあった。 

 再同意者の推移をみると，アカウント情報発送後

1週間以内に自発的に手続きをする者が多く，その後

は徐々に減少していき，何らかのアクションを起こ

さなければ減少の一途をたどることが示唆された

（図2）。再同意者獲得に効果があったのは，学童期

検査会場でのコミュニケーションと電話勧奨であっ

た。再同意者のうち，学童期検査参加者は406名

（78.4％）で，その内133名に関しては学童期検査会

場で再同意を取得した。操作方法がわからない，説

明書が難しいなどの声が，学童期検査参加者から寄

せられた。会場でサポートできることをチラシで通

知したことが効果的だったと思われる。また，未反

応者に対する電話勧奨の効果は高く，75名のうち57

名に電話がつながり，13歳以降調査の継続の同意意

向を示した者は50名（実際の手続き済み34名，口頭

同意だけでは再同意者にはならない），不同意の意向

を示した者は7名であった。これまで未反応だった理

由としては，参加者ポータル専用アプリインストー

ルでの再同意手続きやウェブ形式での質問票回答に

対しての苦手意識や不安感の訴え（21％）に加え，

多忙である（11％）ことなどが見受けられ，近年注

目されているデジタル・ディバイド（情報格差）を

反映している可能性が示唆された。 
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表2. 13歳以降の調査の再同意者，不同意者，未反応者の属性 

 

 

p値
0.02

515 63 191
結婚 505 (98.1) 61 (96.8) 185 (96.9)
未婚 7 (1.4) 2 (3.2) 4 (2.1)
離婚・死別 3 (0.6) 0 (0.0) 2 (1.0)

502 60 180
<200 6 (1.2) 2 (3.3) 6 (3.3)
200-<400 127 (25.3) 14 (23.3) 54 (30.0)
400-<600 188 (37.5) 28 (46.7) 59 (32.8)
600-<800 102 (20.3) 8 (13.3) 36 (20.0)
800-<1，000 44 (8.8) 5 (8.3) 19 (10.6)
≥1，000 35 (7.0) 3 (5.0) 6 (3.3)

514 64 189
中学・⾼校 145 (28.2) 16 (25.0) 70 (37.0)
⾼専・短⼤・専⾨学校 200 (38.9) 28 (43.8) 71 (37.6)
⼤学 160 (31.1) 20 (31.3) 45 (23.8)
⼤学院 9 (1.8) 0 (0.0) 3 (1.6)

512 63 190
喫煙 8 (1.6) 1 (1.6) 10 (5.3)
過去喫煙 163 (31.8) 14 (22.2) 60 (31.6)
⾮喫煙 341 (66.6) 48 (76.2) 120 (63.2)

513 63 189
飲酒 49 (9.6) 5 (7.9) 15 (7.9)
妊娠前飲酒 258 (50.3) 28 (44.4) 87 (46.0)
⾮飲酒 206 (40.2) 30 (47.6) 87 (46.0)

447 54 76
正社員 98 (21.9) 10 (18.5) 18 (23.7)
派遣社員 9 (2.0) 0 (0.0) 2 (2.6)
パート・アルバイト・嘱託 227 (50.8) 28 (51.9) 44 (57.9)
⾃営⼜はその⼿伝い 33 (7.4) 3 (5.6) 2 (2.6)
専業主婦・休職 75 (16.8) 13 (24.1) 10 (13.2)
失業中・その他 5 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

480 55 83
<3 124 (25.8) 17 (30.9) 25 (30.1)
3-4 141 (29.4) 20 (36.4) 25 (30.1)
5 193 (40.2) 17 (30.9) 30 (36.1)
5< 22 (4.6) 1 (1.8) 3 (3.6)

518 64 196
男 (%) 258 (49.8) 37 (57.8) 98 (50.0)

518 64 196
先天異常/腫瘍/てんかん 5 (1.0) 0 (0.0) 2 (1.0)
発達障害 27 (5.2) 4 (6.3) 6 (3.1)
上記の疾患はない 486 (93.8) 60 (93.8) 188 (95.9)

518 64 196
11-12 446 (86.1) 46 (71.9) 33 (16.8)
8-10 37 (7.1) 8 (12.5) 32 (16.3)
5-7 19 (3.7) 2 (3.1) 30 (15.3)
0-4 16 (3.1) 8 (12.5) 101 (51.5)

518 64 196
参加 359 (69.3) 16 (25.0) 32 (16.3)
不参加 159 (30.7) 48 (75.0) 164 (83.7)

518 64 196
参加 406 (78.4) 6 (9.4) 2 (1.0)
不参加 112 (21.6) 58 (90.6) 194 (99.0)

⼩２学童期検査参加

<0.01

⼩6学童期検査参加

<0.01

出産年齢は平均±標準偏差，それ以外はn(％)で⽰した。出産年齢はクラスカル・ウォリス検定とその後の検定としてボンフェローニの多重⽐較検定を⾏った。＊再同意者
群は未反応群と⽐較して有意に⾼かった(p<0.05)。その他のカテゴリ変数はカイ⼆乗検定，フィッシャーの正確確率検定を⽤いて解析した。a. 海外転居などで⼀時保留
者8名を含む。b. 代諾者である⺟親の情報。c. 12歳の質問票までに上記の疾患ありと回答した⼈数。先天異常は⼼臓疾患，染⾊体異常のみ含む。d. 6歳〜11歳
までの年齢質問票と⼩学1年〜6年までの学年質問票，計12個の提出状況。10歳からの⼦ども向けの質問票と誕⽣⽇からの経過⽇数が異なる12歳の質問票は含ま
ない。

<0.01

⺟の飲酒（妊娠期）

0.58

⺟の雇⽤形態 (9 y)b

0.53

⺟の週の平均労働⽇数 (9 y)b

0.69

児の性別
0.50

児の病気c

0.62

就学後質問票提出状況d

0.03

出産年齢 32.1±4.5＊ 32.0±4.5 31.1±4.8
婚姻状況（妊娠期）

0.92

世帯収⼊（万円）（妊娠期）

0.25

⺟の教育歴（妊娠期）

0.21

⺟の喫煙（妊娠期）

再同意者 不同意者 未反応a

(n=518) (n=64) (n=196)
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Ⅳ 考   察 

 

 エコチル調査の13歳以降調査継続に伴い愛知 UC

が実施したコホート維持のための各種取り組み内容

のうち，学童期検査会場での対面でのコミュニケー

ションと，一部の未反応者に実施した電話での勧奨

が特に効果的であり，再同意者全体に占める割合は

78.4％と6.6%あった。 

 愛知 UC では13歳以降の再同意取得を今後のエコ

チル調査継続の重要な転換期と捉え，コホート維持

に関する各種取り組みを強化してきた。特に，13歳

以降調査継続の再同意取得への直接的な取り組みに

加え，学童期検査の参加者をいかに増やし，対面で

接する機会を得るか，という点にも戦略的に注力し

てきた。コホート維持戦略に関する論文はそれほど

多くないが，インセンティブや各種リマインドなど

95種のコホート維持戦略項目が報告されている7),8）。

その中で，データ取得方法が郵送，電話や対面によ

る古典的な調査においては，現金やプレゼントのイ

ンセンティブが最もコホート維持に有用で，次いで

手紙でのリマインドと調査内容の再送付，電話での

リマインドという順であり，電話勧奨では平均5％コ

ホート維持率が増加したとしている7)。一方，ウェブ

調査なども研究対象に含むシステマティックレビュ

ーにおいては，電話勧奨を実施した研究の方が実施

しなかった研究よりもコホート維持率の中央値が有

意に低いという結果が得られている8)。このレビュ

ーにおいては，なんらかのフォローアップ・リマイ

ンド戦略を実行している研究のコホート維持率の中

央値の方が実行していない研究より10%低く，参加へ

の障壁を減らした研究はそのような戦略を行ってい

ない研究に比べて維持率の中央値が10％高いという

結果になっている8)。この点は学童期検査への参加

を呼びかけ，対面での13歳以降の調査継続のお願い

と，電話勧奨が有効であった我々の結果と大きく異

なっていた。この背景には，開始から13年が経過し

てもなお9割近いエコチル調査の高いコホート維持

率と約7割の質問票返送率を担っている真面目な国

民性があるかもしれない。 

 今回の結果では，再同意者は子どもの就学後の質

問票提出率が高く，参加者の希望に沿った検査日程

を組みなおしたこともあり学童期検査への参加率が

高かった。小学6年生の学童期検査来場前の13歳以降

調査の同意状況が未反応の割合は，その後の学童期

検査の参加有無に関係なくほぼ同程度であったこと

から，会場での13歳以降調査についてのリマインド

とコミュニケーションがこの結果に寄与していると

考えられる。未反応者の中には質問票の提出率が低

い人が多く，再同意を取得したとしてもこの先の調

査で質問票に回答協力する可能性は低いかもしれな

い。しかし，社会経済学的に弱く，健康ではない人

において，追跡からの離脱が多いことが知られてお

り，縦断的なコホート研究ではしばしば比較的健康

で裕福な集団へのバイアスがかかる傾向がある1) 

ため，未反応者が反応する方法を模索していく必要

がある。特に，参加の障壁を取り除くことはコホー

ト維持に重要であることから8），未反応者と再同意

者の間にデジタル・ディバイドが生じていないか，

存在している場合どのようなアプローチで参加への

障壁を減らすことができるか，検討していく必要が

ある。 

 本研究において，学童期検査の参加は再同意取得

また動機づけに効果的であることがわかった。学童

期検査の参加者に参加動機（複数回答可）を聞き取

ったところ，60.4％が愛知 UC 独自の検査も含めた

様々な検査結果が欲しいため，35.7％はエコチル調

査に貢献したいために参加しており，謝礼等のイン

センティブと答えた27.1％を上回っていた。学童期

検査では参加児本人には賛意の確認だけであるが，

16～17歳の対面調査にて本人からの同意取得が計画

されている。小学生の間に保護者と対面での検査に

参加することは，世界に類を見ない大規模出生コホ

ート研究に，胎児期から参加していることに対して

自身の誇りを感じてもらう絶好のチャンスである。

さらに近年では，常に最新に更新された調査関連の

ニュースやイベントに関するウェブサイトやソーシ

ャルメディアの活用が参加者維持に効果的であるこ

とも分かってきている8)。小学6年生の後半にはスマ

ートフォン普及率が半数を超えてくるため9)，13歳

以降の調査の中心になる彼らへの積極的なアプロー

チが今後は必要と考える。エコチル調査では，アカ

ウント情報は簡易書留で郵送し，ウェブ質問票は専

用アプリを使用しているため，なりすましや代理回

答は考えにくいが，紙質問票と比較して回答の質の

低下が懸念される。そのため，長期的に追跡してい

くうえで，データの正確性や倫理性を担保するため

のさらなる取り組みが不可欠と考える。 

 2023年度は再同意取得に向けた初めての試みだっ

たため，勧奨の機会がやや多かったかもしれない。

また，2024年度からの3年間は，調査の総括的な管理・

運営を行う機関である，国立環境研究所に設置され

たエコチル調査コアセンターの方針により，同意に

関する項目が「継続する」か「保留」の2択に変わる

ことになった。今後も2023年度の経験を生かして，

調査の意義を直接伝えられる学童期検査の参加率向

上と，勤務形態と時間帯などを考慮した効果的な電

-93 -



 東海公衆衛生雑誌 第 12 巻第 2 号 2025 年  

 

 

話勧奨を軸に，エコチル調査愛知 UC のコホート維

持に努めていきたい。  

 なお，本研究の見解は著者ら自らのものであり，

環境省の見解ではない。 

 

Ⅴ 結   語 

 

 13歳以降調査継続の再同意取得には，自発的に同

意をする者以外は対面調査でのコミュニケーション

と，電話勧奨が有効であった。また，デジタル・デ

ィバイドの影響を受ける参加者の負担感を軽減する

戦略を検討する必要がある。今後もコホート維持の

ため参加者の反応を見極めながら，効果的な戦略の

検討を続けていきたい。 
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A 県内の地域包括支援センターにおける支援困難事例対応の 

「困難さ」と「不得意感」に関する実態調査 
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目的 地域包括支援センターの職員（以下,センター職員とする）が抱える支援困難事例の対応経験

の有無と困難さ及び支援の不得意感の実態,あわせて困難さ・不得意感と経験年数の関連を明

らかにすることを目的とした。 

方法 A 県内に設置されている地域包括支援センター（66箇所）に在籍している専門職（448通）を

対象に郵送法による自記式質問紙調査を実施した。調査項目は, 日頃センター職員が相談支援

業務を行う中で,支援が困難だと感じる「困難対応の経験の有無」,「困難さのレベル」及びセ

ンター職員として行う支援業務の「不得意感」について回答を得た。またセンター職員の経験

年数を従属変数,「困難さ」と「不得意感」の回答を2群に分け,各項目を独立変数としカイ二

乗検定をおこなった。分析は, 解析ソフト IBM SPSS Statistics Ver22.0を使用し,統計学的有

意水準は5％（両側）とした。 

結果 本研究の調査期間は2021年1月5日から1月29日,回答数は206名(回収率:45.9％)であった。こ

のうち回答に欠損のあった6名を除外し200名（有効回答率：44.6％）を分析対象とした。セン

ター職員の8割以上の者が対応経験のある項目は, 【Ⅰ．事例側の要因】として,経済的困窮, 病

識欠如, 服薬の不備,整理整頓不能,キーパーソン不在など,【Ⅱ．家族等の支援者側の要因】

として, 家族内の複数問題,家族の病識・状況欠如,家族(支援)力の脆弱性,家族の疲労・疲弊

などで,これらの「困難さ」とセンター職員の経験年数には有意差が認められた。またセンタ

ー業務の不得意感と経験年数では,汚れた(ゴミ屋敷)環境の相談,医療的な処置を要する患者

対応, チームアプローチなどで有意差がみられた。 

結論 困難事例の「困難さ」や「不得意感」は,経験年数と関連があり,困難事例の対応は,経験の積

み重ねに基づく支援技術の向上によって「困難さ」や「不得意感」を減少させていく可能性が

あることが示唆された。 

Keywords：地域包括支援センター，支援困難事例，困難さと不得意感 

 

Ⅰ 緒  言 

 団塊の世代が75歳以上となる2025年を直

前に控え,介護が必要な状態であっても住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期

まで続けることができるよう,住まい・医療・

介護・予防・生活支援が一体的に提供される

ための地域包括ケアシステムの構築が喫緊の

課題として各自治体に求められている。地域

において,高齢者支援の中核的役割を担う地 
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域包括支援センター（以下,センターとする。）

には,日々様々な生活課題を抱えた相談が舞

い込み,その内容も,通常の身体的老化に伴う

支援課題だけに留まらず, 精神障がいや高次

脳機能障害など複雑かつ多様化している。多

問題世帯の生活支援では,キーパーソンとな

る支援者不足や金銭的困窮もあり,家族問題

の複雑さが関連し,センターだけでは解決が

難しく様々な職種との連携が求められる。こ

のため,センター職員の困難には,様々な生活

課題を解決するために,他機関と連携してい

く難しさや,支援者の権利やニーズを中心に

コーディネートし,多職種の専門性を発揮さ

せつつ,多問題家族の複雑な課題を紐解きな

がら支援を行わなければならない状況の複雑

さが挙げられ,その解決は長期に渡ることが

多く身体的にも精神的にも負担が大きい1)2）こ
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とが明らかにされている。しかしながらセン

ター職員の役割として,どのような人からの

相談であろうとも,またどのような相談内容

や状況であろうとも,まずは相談を受け,その

内容を的確に把握することが不可欠とされて

いる。これはセンター職員の力量や経験側に

委ねられている部分も多く解決の道筋が見え

ない困難事例として長期間関わり続けること

が少なくない3）。センターが支援する支援困難

事例の要因には,事例側の問題だけでなく,支

援者側の問題やセンターの体制整備の不十分

さなど多岐にわたっていることが推察される

が,センター職員が漠然と「困難さ」や「不得

意感」を感じているという状況に留まってお

り,具体的な実態は十分把握されていない。ま

たセンター職員の経験が「困難さ」や「不得

意感」に影響を与えていると考えられるが,

どのような内容と関連があるかは不明確であ

る。そこで本研究では,センター職員が抱える

支援困難事例の対応経験の有無と困難さ及び

支援の不得意感の実態,あわせて困難さ・不得

意感と経験年数の関連を明らかにすることを

目的とした。

Ⅱ 研究方法 

1．調査対象者

本研究の調査は,A 県内に設置されている

地域包括支援センター（66箇所）に在籍して

いる専門職（448通）を対象とした。 

2．本研究における用語の定義 

本研究で用いる用語を先行研究 4）と広辞苑

を参考に,以下のように定義した。 

困難事例： 関係構築の難しさや自己管理能

力の低下などの困り事の対応において,怖い,

つらい,難しい,嫌になる,不安,負担,自信が

ないなど,物事を成し遂げたり,実行したりす

ることが難しいという感情を主観で感じた事

例のこと。 

不得意感：対応すべき業務や支援対象者と

の関わりにおいて,自信がなったり,ある程度

に熟達していなかったりと,不得意であると

主観で感じていること。 

3．調査方法 

 「高次脳機能障害」及び「精神疾患 (疑い

を含む) 」困難事例の対応に関する先行研究4）

5）6）7)及び研究協力者の対応経験などを基に「困

難さ」「不得意感」についてのアンケート調査

項目を作成した。作成した自記式無記名の質

問紙調査用紙（以下,調査票）を,センターの

所長宛に送付し,在籍するセンター職員に渡

してもらうよう依頼した。回答は個人の自由

意思で回答し,各自郵送での返送を依頼した。 

4．調査項目 

1）基本属性の調査項目

センター配置の主資格,性別,年代,センタ

ーの経験年数について回答を求めた。また直

近1年間に経験した支援困難事例の相談項目

と件数についても回答を求めた。 

2）「困難さ」に関する調査項目 

「困難さ」に関する調査の大項目は【Ⅰ．

事例側の要因】【Ⅱ．家族等の支援者側の要因】

の2分類とし,【Ⅰ.事例者側の問題】の中項目

には「関係構築の難しさ」「自己管理能力の低

下（リスクと関係）」「問題解決能力のなさ」

「認知機能の低下」「精神状態の不安定さ」「生

活機能の困難さ」「その他」の7項目を設定し,

下位40項目の困難要素を設定した。また【Ⅱ．

家族等の支援者側の要因】の中項目には「権

限・機能の課題」「支援技術の不足」「支援に

関する家族の問題」「他の機関との連携困難」

「地域包括支援センター内の問題」「地域との

連携困難」の6項目を設定し,下位26項目の困

難要素を設定した。そして「困難さ」に対し

て対応経験が「あり」と回答した項目につい

て“1.困難ではない” “2.あまり困難ではない” 
“3.やや困難である” “4.とても困難である“の

4件法で回答を得た。 

3）「不得意感」に関する調査項目 

「不得意感」に関する調査の大項目は【Ⅰ．

地域包括支援センターの業務】であり,中項目

は,センターに業務委託されている「総合相談」

「介護予防ケアマネジメント」「包括的・継続

的ケアマネジメント」「権利擁護」「その他」

の5項目,下位項目は,支援困難事例において,

センター業務を難しくさせていると考えられ

る不得意感要素を25項目設定した。「不得意感」

項目について“1．得意である” “2．どちらか

といえば得意” “3．どちらかといえば不得意”
“4．不得意である“の4件法で回答を得た。
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5．分析方法 

一次分析は,調査票の項目ごと基本統計

量の分析をおこなった。二次分析は,セン

ター職員の困難さや不得意感の実態につ

いて, 経験年数の長さに着目し,下位項目

ごとカイ2乗検定をおこなった。「経験年数

が長い」の基準は, 2016年に厚生労働省が

提示した保健師のキャリアラダー8）の中堅

期「A-4レベル」を実践できる能力を有し

ており, 虎谷ら9）が示した「中堅後期」と

なる10年以上で区切り,10年以上を「経験

年数が長い」,10年以下を「経験が短い」

とした。また,支援困難事例の対応項目に

対し“1.困難ではない” “2.あまり困難では

ない“を『困難ではない』とし,“3．やや困

難である” “4．とても困難である“を『困難

である』と,困難さを2群に分けて分析した。

同様に,支援困難事例に対するセンターの

業務において“1．得意である” “2．どちら

かといえば得意“を『得意』とし, “3．どち

らかといえば不得意” “4．不得意である“を
『不得意』と,センター職員の業務に対す

る不得意感を2群に分けて分析した。分析

は , 解析ソフト IBM SPSS Statistics 

Ver22.0を使用し,統計学的有意水準は5％

（両側）とした。 

 

6．倫理的配慮 

 対象に,研究目的と方法について詳細に記

載した依頼文書を調査票とともに同封した。

依頼文書には,研究への参加は自由意思であ

ること,研究協力を拒否しても職務上の不利

益はないこと,調査内容は研究目的以外に使

用しないこと,プライバシーの保護と秘密保

持に努めることを明記した。本調査は全て無

記名でおこない,研究協力同意の可否につい

ては,調査票表紙の同意承諾にレ点チェック

を明記された上で,返送をもって同意を得た

ものとした。本研究は,聖隷クリストファー大

学倫理委員会の審査を受け承認（承認番号：

20052）を得て実施した。 

 

Ⅲ 研究結果 

本研究の調査期間は2021年1月5日から1月

29日。回答数は206名であった。このうち回答

に欠損のあった6名を除外し200名（有効回答

率：44.61%）を分析対象とした。 

1．回答者の基本属性について（表1） 

回答者の専門資格は,保健師・経験のある看

護師61名（30.5%）,社会福祉士70名（35.0%）,

主任ケアマネジャー50名（25.0%）,その他（介

護支援専門員等）18名（9.0%）であった。セ

ンター職員の男女の比率は,女性166名

（83.0%）,男性33名（16.5%）であった。年代

は,40歳代が60名（30.0%）,次いで50歳代が59

名（29.5%）,60歳以上の者が30名（15%）であ

った。センター職員に配属されてからの経験

年数は,0～3年が82名(41.0%),4～6年50名

(25.0%),7～9年31名(15.5%),10年以上29名

(14.5%),未回答が8名（4.0％）であった。 

 

表１ 基本属性       N＝200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．支援困難事例の年間相談件数について

（表2） 

回答者が経験した支援困難事例の年間相談

件数としては,「認知症に関する相談」が最も

多く136件（延べ1,391回），次いで「精神疾患

に関する相談」が129件（延べ494回），「経済

的問題（生活保護・資金援助等）」が123件（延

べ1,185回）であった。 
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3．支援困難事例の対応経験の有無及び困

難さと経験年数の比較（表3-1,表3-2） 

支援困難事例における【Ⅰ.事例側の要因】

下位40項目に対し, 8割以上が対応経験「あり」

と回答した項目は16項目で,多い順に, 6-1)

経済的困窮,2-1)服薬しない,3-1)病識が欠如

している,2-2)整理や整頓ができない,4-1)新

しいことが覚えられない,6-2)IADL の低下に

より社会生活力の低下,1-1)キーパーソンが

いない,などであった。【Ⅰ.事例側の要因】の

うち,「困難さ」と経験年数に有意差が認めら

れた項目は,1-1)キーパーソンがいない,2-2)

整理・整頓ができない,2-3)不衛生(入浴拒否

など),3-1)病識が欠如している,3-3)不適切

な行動をする, 5-3)自己中心的,5-4)依存的

(人に頼りすぎる),5-5)意欲がない・無気

力,6-1)経済的困窮,6-2)IADL の低下により

社会生活能力の低下,の10項目であった。 

支援困難事例に対する【Ⅱ．家族等の支援

者側の要因】の下位 26 項目に対し, 8 割以上

が対応経験「あり」と回答した項目は 8項目

で,多い順に,3-1)家族の中に複数の問題があ

る,3-2)家族の病識や状況の欠如,3-3)家族

(支援)力の脆弱性,3-4)家族の疲労・疲弊など

であった。また【Ⅱ.家族等の支援者側の要因】

のうち,困難さの有無と経験年数に有意差が 

認められた項目は,2-1)問題解決方法がうま

く見出せない,2-2)具体的な介入方法が掴め

ない,2-4)今後起こり得る危険性(リスクの予

測,3-3)家族（支援）力の脆弱性,3-6)家族か

らの暴言・暴力・金銭搾取がある,の 5項目で

あった。 

 

 

 

 

 

4．支援困難事例に対する地域包括支援セ

ンター業務の不得意感と経験年数の比

較（表4） 

センターの委託業務である「総合相談」「介

護予防ケアマネジメント」などにおける支援

困難事例の不得意感要素の下位25項目のうち,

「不得意感」と経験年数に有意差が認められ

た項目は11項目で,A-1)汚れた(ゴミ屋敷)環

境の相談,B-1)介護予防ケアプランの作成, 

B-2)家族とのサービス調整・説明, B-3)ケア

マネジャーとのサービス調整,B-5)医療的な

処置を要する患者対応,C-1)ネットワークの

構築,C-2)地域住民との連携・調整, C-3)チー

ムアプローチ,D-1)金銭的支援・指導,E-1) 住

民や民生委員からのクレーム対応,E-2)対象

者の疾患(病気)の理解であった。  

 

Ⅳ 考  察 

1. 支援困難事例の【Ⅰ.事例側の要因】に

おける対応経験の有無および困難さと地

域包括支援センター職員の経験年数比較 

【Ⅰ.事例側の要因】の下位項目のうち,8

割以上が対応経験「あり」と回答した項目と

して,病識欠如, 服薬の不備,整理整頓不能, 

など認知機能や精神機能の低下に関する項目

が多かった。これはセンター職員の年間相談

対応件数において「認知症に関する相談」「精

神疾患に関する相談」が多いことが関係して 

いると考える。 

 

 

 

 

 

 

表 2 直近１年間に経験した対応が困難な支援ケースの内訳     （複数回答）  

 項目 件数 延べ回数 

1 認知症に関する相談 136 1391 

2 精神疾患に関する相談 129 494 

3 高齢者虐待に関する相談 124 385  

4 経済的問題（生活保護・資金援助等） 123 1185 

5 お金に関する相談（権利擁護・成年後見等） 116 480 

6 アルコール依存症に関する相談 68 111 

7 高次脳機能障害に関する相談 60 130 

8 孤独死 28 37 

※令和 2 年度(2020） 
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2．支援困難事例の【Ⅱ.家族等の支援者側

の要因】における対応経験の有無および

困難さと地域包括支援センター職員の経

験年数の比較 

【Ⅱ.家族等の支援者側の要因】の下位項目

では, 家族内の複数問題,家族の病識・状況欠

如,家族(支援)力の脆弱性,家族の疲労・疲弊

など,8割以上が対応経験「あり」と回答して

いた。また困難さと経験年数において有意な

関連を認めた項目として,家族(支援)力の脆

弱性,家族からの暴言・暴力・金銭搾取がみら

れた。内閣府の調査11）において,令和3年度の

65歳以上の世帯構成で最も多いのは,夫婦の

み世帯が32％,次いで単独世帯28.8％であり,

ヘルスケアや介護支援などの家族機能が脆弱

になる世帯が増加することが予測される。ま

た,暴言・暴力・金銭搾取について「困難」と

挙げられているのは,家族の関係性にセンタ

ー職員が介入する必要があっても,それがい

かに難しいかを表していると考える。そのた

め今後は,家族や支援者の固定概念に捉われ

ず,家族関係への介入方法や家族の支援力に

変わるサポートシステムを検討していく必要

があると考える。  

鈴木12)は,家族援助をおこなう際には, 家

族への援助を行う支援者が家族の持つ良さを

いかに引き出すかが鍵となると述べている。

本研究結果においても,経験年数の長いセン

ター職員は, 問題解決方法や具体的な介入方

法が掴めない場合にも,支援経験から家族の

持つ良さを引き出し,今後起こり得る可能性

を早期に見出して支援することによって,困

難さを低減させているのではないかと考える。

また,センターでは3専門職種が配置されてい

ることで,それぞれの専門性を発揮し協働す

ることにょって,家族へより良い支援を提供

することが可能となると考える。 

3. 地域包括支援センター業務の不得意感

と職員の経験年数の比較

センター業務の不得意感要素のうち経験年数

と有意な関連を認めた下位項目は,汚れた(ゴ

ミ屋敷)環境の相談,医療的な処置を要する患

者対応,金銭的支援・指導,対象者の疾患(病

気)の理解など,対象者の背景や個人要因が多

岐にわたり,支援技術や経験をパターン化し

づらい内容と考える。しかし経験年数によっ

て対応を学んでいく事で不得意感の低減が十

分可能であると考える。またネットワークの

構築, チームアプローチ,家族とのサービス

調整・説明,地域住民との連携・調整, 住民や

民生委員からのクレーム対応などは,事例に

より連携する多職種が多岐にわたるため,経

験が短いセンター職員では不得意を感じやす

いのではないだろうか。しかし,経験を重ねる

ことによって支援者と見知った関係性を作る

ことができ,個々の支援困難事例に対するネ

ットワークの構築が可能となると推察される。

さらにセンター職員は,支援困難事例を経験

することで不足している社会資源や法制度の

狭間に気付くことに繋がり,新たな社会資源

やサービスの創造,体制づくりに繋がる可能

性もある。一般化された対応が通用しない支

援困難事例であるからこそ,センターの委託

事業の枠を超えた地域づくりへの示唆に繋が

ると考える。 

4．本研究の限界について 

本研究の結果は,A 県内の調査結果であり,

地域特性や回答者の特性が影響している可能

性があり,全国の傾向として一般化すること

は難しい。また,センターの運営体制（専門職

配置のバランスなど）の違いや,センター職員

の基礎資格が困難さや不得意感に影響を与え

る可能性があり得るので,今後の課題と考え

る。これらの点について,さらに調査対象者を

全国のセンターに広げつつ,センターの運営

体制の違いや年代,職種間の違いなどについ

ても分析・考察していく必要がある。さらに

本研究では,単純集計と記述統計量を用いた

分析に留まっているが,相関や多変量解析等

の手法を用いた分析をおこなうなど,変数間

の関係性をさらに検証していく必要がある。 
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Ⅴ 結  語 

地域包括支援センターの職員が抱える支援

困難事例の対応経験の有無と困難さ及び支援

の不得意感の実態,あわせて困難さ・不得意感

と経験年数の関連を明らかにする目的で,自

記式無記名の質問紙調査を行った。その結果,

センター職員の8割以上が対応経験がある項

目として,経済的困窮, 病識欠如, 服薬の不

備,整理整頓不能,キーパーソン不在, 家族内

の複数問題,家族の病識・状況欠如,家族(支

援)力の脆弱性,家族の疲労・疲弊などが示さ

れ,これらの「困難さ」とセンター職員の経験

年数には有意差が認められた。またセンター

業務の不得意感と経験年数では,汚れた(ゴミ

屋敷)環境の相談,医療的な処置を要する患者

対応, チームアプローチなどで有意差がみら

れた。センター職員の事例への「困難さ」や

「不得意感」は,経験年数と関連があり,支援

困難事例の対応は,経験の積み重ねに基づく

支援技術の向上によって「困難さ」や「不得意

感」を減少させていく可能性があることが示

唆された。 
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母子健康手帳交付時の自記式質問票を用いた 

妊婦のイライラ感と低出生体重児出生の関連 

 

 萩野
ハ ギ ノ

 翔太
シ ョ ウ タ

*  森谷
モ リ ヤ

 優人
ユ ウ ト

*  大塚
オオツカ

 隼士
ハ ヤ ト

*  柴田
シ バ タ

 陽介
ヨウスケ

*  尾島
オ ジ マ

 俊之
トシユキ

* 

 

目的 本研究は，妊婦のイライラ感と低出生体重児（LBW：Low birth weight）出生との関連を明ら

かにすることを目的とした。 

方法 対象者は掛川市において令和4年4月から令和5年3月に出産した母親521人とした。母子健康

手帳交付時に配布した自記式アンケートから妊婦の個人・環境因子，妊娠・出産歴の情報を得

た。さらに，出生児カルテから LBW などの今回の妊娠・出産に関する情報を得た。LBW 出生の

有無を目的変数，妊婦のイライラ感を説明変数とし，LBW 出生と関連が報告されている妊婦の

体型，喫煙習慣，高齢出産，在胎週数，妊娠合併症を調整したロジスティック回帰分析を行い，

オッズ比と95%信頼区間を算出した。 

結果 対象者のうち44人（8.4%）が LBW を出産した。LBW 出生に対するオッズ比（95%信頼区間）は，

妊婦にイライラ感があると4.39 (1.60-12.01)となり,LBW 出生と有意な関連があった。 

結論 妊婦のイライラ感は，LBW 出生と関連があることが示された。今後，イライラ感を訴える妊

婦に対する有効な保健指導介入の検討が望まれる。 

Key words ： ストレス，心理的ストレス，精神状態，出生前教育，母子保健 

 

 

 

Ⅰ 緒   言 

 

低出生体重児（LBW：Low birth weight）とは出生

体重が 2500g 未満で生まれた児のことを指す。LBW

は臓器が十分に成熟しないことで循環器・呼吸器を

はじめとした様々な疾患のリスクが増加すること
1,2)や，知能の発育遅延にもつながること 3)が報告さ

れている。本邦におけるLBWの割合は1975年の5.1%

から増加傾向にあり，2013 年からは 9%台で横ばい

の傾向が続いている 4)。このような状況を受け，国

は成育医療等基本方針を掲げ，LBW の減少を母子保

健の目標のひとつとしている 5)。 

 これまでの先行研究において，妊婦のやせ6)，妊婦

の喫煙7)，飲酒8)，ストレス9）などの妊婦の個人因子

や妊婦やパートナーの社会経済的地位 10），パートナ

ーからの暴力11)などの現在の環境因子が LBW 出生の

リスク因子と報告されている。また，経産婦12)，流 

 

* 浜松医科大学健康社会医学講座 

連絡先：〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山

一丁目20番1号 浜松医科大学健康社会医学講座 

萩野翔太 

E-mail: A21305@hama-med.ac.jp 

産経験 13)，中絶経験 14)，LBW 出産経験 15)といった妊

娠・出産歴因子や，高齢出産 16)，早期産 17)，不妊治

療 18)，妊婦合併症 19)，帝王切開での分娩 16)，児が双

子 17)，といった今回の妊娠・出産に関する因子も LBW

出生のリスク因子として知られている。さらに，児

童期の虐待経験 20)などの虐待関連因子もLBW出生の

リスク因子と報告されている。 

これらの因子のうち，個人・環境因子は情報を把

握した後でも改善できる。喫煙，飲酒，やせは妊婦

本人でも改善できるが，ストレスや不安，イライラ

感といった精神状態は周囲の協力も要する。特に「イ

ライラ感」については，母子健康手帳交付時の問診

項目として全国の 99.5%の自治体で既に収集されて

いるため 21)，新たな調査を実施することなく，即座

に活用可能な指標である。各自治体は既存のデータ

を用いて，妊婦への支援体制を検討することができ

る。そのため，精神状態は保健師等の行政がアプロ

ーチできる要因の一つである。妊婦の精神状態と

LBW の関連性を調べた先行研究の多くは，国外で行

われたもの 22,9–11）であり，本邦でも同様の結果が得

られるかどうかは明らかになっていない。さらに国

外の研究でも LBW と各因子のクロス集計にとどまっ
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ており，個人・環境因子，妊娠・出産に関する因子

を考慮した報告は少ない 10）。特に，母子健康手帳交

付時のアンケート項目として全国の自治体で広く採

用されている「イライラ感」に着目し，LBW 出生と

関連が報告されている体型，喫煙習慣，高齢出産，

在胎週数，妊娠合併症などの交絡因子を考慮した分

析は行われていない。そこで本研究では，妊婦の精

神状態として全国の自治体で採用されているイライ

ラ感に着目し，LBW 出生との関連を明らかにするこ

とを目的とした。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1. 分析対象者と調査方法 

分析対象者は，令和 4年 4月から令和 5年 3 月で

掛川市において出産した 722 人の母親のうち，母子

健康手帳交付時に自記式アンケートを記入し，かつ

出生届・出生証明書を提出した 521 人とした。 

調査方法として，母子健康手帳交付時に配布及び

記入された自記式アンケートと出生児カルテを用い

た。自記式アンケートとは出産や出産後のトラブル

の早期発見を目的としたもの 23)で，母子健康手帳を

交付した際に妊婦に記入してもらうものであり，ア

ンケート項目はすこやか親子 21 にて心理社会的リ

スクを抱える妊婦のフォローを行うために作成され

た質問票 24)を元に作成されている。出生児カルテは，

掛川市で実施している 6 カ月児相談で保健センター

に届出のあったデータを基に作成されたものである。

保健センターの保健師が，6 カ月児相談時に得られ

た情報と，妊婦が受診していた病院から提供された

情報を統合し，出産時の児の体重や妊婦の既往歴等

を記入している。 

 

2. 分析項目 

 分析項目としては妊婦の個人因子，環境因子，妊

娠・出産に関する情報とした。 

 自記式アンケートからは，個人因子，環境因子，

妊娠・出産歴に関する情報を得，身長（実数回答），

体重（実数回答），喫煙習慣（吸っている，妊娠でや

めた，吸っていない，から択一），飲酒習慣（飲んで

いる，妊娠でやめた，飲んでいない，から択一），精

神科の通院経験（あり，なし），イライラするか（と

てもそう思う，すこしそう思う，まったくそう思わ

ない，から択一），体調（体調が悪い，どちらともい

えない，よい，から択一），睡眠状況（全く取れてい

ない，あまり取れていない，よく取れている，以前

と変わらない，から択一），食事摂取状況（全くとれ

ていない，あまりとれていない，よくとれている，

以前と変わらない，から択一），生活のストレス（よ

くある，時々ある，ない，から択一），児との生活へ

の喜び（想像できない，思わない，やや思わない，

どちらとも言えない，やや思う，思う，から択一），

就業（あり，なし），育児の支援者（なし，あり），

周囲に喫煙者がいる（該当，非該当），同居人数（実

数回答），パートナーと過ごす時間（まったくない，

あまりない，たくさんある，から択一），妊婦とその

父母との関係（よくない，あまりよくない，よい，

とてもよい，から択一），父親との関係希薄（該当，

非該当），母親との関係希薄（該当，非該当），妊婦

の年齢（実数回答），出産回数（実数回答），流産経

験（あり，なし），人工妊娠中絶経験（あり，なし），

LBW の出産経験（あり，なし），今回の妊娠における

不妊治療経験（あり，なし），妊娠時の服薬（あり，

なし），父親からよく叩かれた経験（あり，なし），

母親からよく叩かれた経験（あり，なし），母親との

関係希薄（該当，非該当），およびトラウマ（あり，

なし）の情報を得た。 

 ここで，体型については，身長と体重から Body 

mass index を算出し 18.5kg/m2未満をやせとした。

喫煙習慣は「吸っている，妊娠でやめた」をあり，

「吸っていない」はなしとし，飲酒習慣は「飲んで

いる，妊娠でやめた」をあり，「飲んでいない」をな

しとした。イライラするかは「とてもそう思う，す

こしそう思う」をイライラ感あり，「まったくそう思

わない」をイライラ感なしとした。体調は「体調が

悪い」を不良，「どちらともいえない，よい」を良好

とし，睡眠状況は「全く取れていない，あまり取れ

ていない」を不良，「よく取れている」は良好，「以

前と変わらない」は除外とし，欠損値として扱った。

食事摂取状況は「全くとれていない，あまりとれて

いない」を不良，「よくとれている」を良好，「以前

と変わらない」は除外とし，欠損値とした。生活の

ストレスは「よくある，時々ある」をあり，「ない」

をなしとした。児との生活への喜びは「想像できな

い，思わない，やや思わない，どちらとも言えない」

を感じられない，「やや思う，思う」は感じるとした。

同居人数については，1 人の場合一人暮らしとした。

パートナーと過ごす時間が「まったくない，あまり

ない」を少ない，「たくさんある」は多いとした。出

産年齢は 35 歳以上を高齢出産とし，出産回数が 2 回

目以上の場合は経産婦とした。また，妊婦とその父

母との関係は「よくない，あまりよくない」を悪い，

「よい，とてもよい」を良いと定義した。 

 出生児カルテからは，今回の妊娠・出産に関する

情報を得，妊娠高血圧（あり，なし），タンパク尿（あ

り，なし），貧血（あり，なし），高血圧・浮腫（あ
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り，なし），尿糖（あり，なし），糖尿病（あり，な

し），分娩様式（帝王切開，経腟分娩），在胎週数（実

数回答），児が双子（該当，非該当），児の体重（実

数回答）の情報を得た。 

ここで在胎週数 37 週未満を早期産とし，LBW は出

生児の体重が 2500g 未満の児とした。さらに，妊娠

合併症は妊娠高血圧，タンパク尿，貧血，高血圧・

浮腫，尿糖，糖尿病の 6 項目の中で，1 つでも「あ

り」と回答した場合，妊娠合併症がありとした。ま

た，双子の場合はどちらか一児でも出生体重が

2500g 未満であれば，LBW とした。 

 

3. 分析方法 

3-1. 対象者の特性 

 アンケートの情報と出生児カルテから得た個人因

子，環境因子，妊娠・出産に関する情報についての

回答状況を割合として示した。児の体重や妊婦の年

齢，在胎週数の連続データは平均値と標準偏差も算

出した。 

 

3-2. LBW 出生の有無と他の項目のクロス集計 

対象者の特性について，LBW の群，LBW でない群に

分け，他の項目とのクロス集計を行い，χ二乗検定

を行った。各項目の中で該当者が 5人以下であった

ものに対してはフィッシャーの正確確率検定を行っ

た。 

 

3-3. LBW 出生に対するイライラ感のオッズ比 

LBW 出生の有無を目的変数，イライラ感を説明変

数とし，ロジスティック回帰分析を行い，LBW 出生

に対するイライラ感のオッズ比と 95%信頼区間を算

出した。モデル 1 は調整を行わず，モデル 2 は先行

研究 25)からLBW出生との関連が強いことがわかって

いる体型，喫煙習慣，高齢出産，在胎週数，妊娠合

併症を強制投入法により調整した。統計解析には

IBM SPSS Statistics 28.0 を用い，統計学的有意水

準は 5％とした。 

 

4. 倫理的配慮 

本研究は，浜松医科大学臨床研究倫理委員会の承認

（研究番号 24-077（2024 年 6 月 5 日承認））を得

た。掛川市から匿名化されたデータの提供を受けて

実施した。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

1. 対象者の特性 

 表 1 に対象者の特性を示した。521 人の対象者の

うち，44 人(8.4%)が LBW を出産した。児の体重の平

均値±標準偏差は 2994±436g であった。さらに出

産年齢は 31.5±4.8 歳，在胎週数は 38.6±1.7 週で

あった。 

 

2. LBW 出生の有無と他の項目のクロス集計    

 表 2 に LBW 出生の有無と他の項目のクロス集計を

示した。分析項目の中で LBW の群は，体型がやせの

者，イライラ感がある者，パートナーと過ごす時間

が少ない者，人工妊娠中絶経験がある者，LBW の出

産経験がある者，在胎週数が 37 週未満である者，妊

娠合併症がある者，タンパク尿がある者，分娩様式

が帝王切開であった者，児が双子の者が有意に多か

った。 

 

3. LBW 出生に対する妊婦イライラ感のオッズ比 

 LBW 出生に対するイライラ感のオッズ比を表 3 に

示した。LBW 出生に対するイライラ感ありのオッズ

比はモデル 1 で 2.99(95％信頼区間：1.29-6.95)で

あった。モデル 2 において，オッズ比は 4.39 (1.60-

12.01)となり，有意な関連が認められた。 

 

Ⅳ 考   察 

 

本研究において，妊婦にイライラ感があることは

LBW 出生と有意な関連がみられた。 

先行研究では妊婦のストレスが LBW 出生のリスク

因子となることが知られている 9）。その機序として，

ストレスが妊婦のホルモンバランスの異常を引き起

こし，その結果 LBW 出生につながることが報告され

ている 26)。本研究では妊婦がストレスをかかえイラ

イラ感を生じ，ホルモンバランスに影響を与えたこ

とで，LBW 出生につながったと考察できる。 

本研究結果は，妊婦のイライラ感が LBW 出生のリ

スクであることを明らかにした。この知見を活用し，

既存の母子保健サービスの枠組みの中で，効果的か

つ効率的な情報提供を行うことが重要である。例え

ば，母子健康手帳交付時にリーフレットを配布する

ことで，行政の負担を増やすことなく，妊婦へ適切

な情報を伝達できる可能性がある。ただし，このよ

うなアプローチの有効性については，今後の研究で

さらなる検証が必要である。 

 本研究にはいくつかの強みがある。1 つ目は，本

研究が後ろ向きコホート研究として実施された点で

ある。本研究において，曝露要因のイライラ感は母

子健康手帳交付時，アウトカムの LBW 出生は出産後

に情報を得ており，それらから追跡データを作り解

析を行ったため因果の逆転はない。2 つ目は，先行 
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表 1 対象者の特性（n=521） 

  度数 割合 

体型 
やせ＊1 114 21.9 

やせ以外 407 78.1 

喫煙経験 
あり 42 8.1 

なし 478 91.9 

飲酒経験 
あり 162 31.2 

なし 357 68.8 

精神科の通院経験 
あり 37 7.1 

なし 483 92.9 

イライラ感 
あり 41 7.9 

なし 480 92.1 

体調 
不良 293 57.6 

良好 216 42.4 

睡眠状況＊2 
不良 87 19.4 

良好 361 80.6 

食事摂取状況＊3 
不良 201 42.1 

良好 276 57.9 

生活のストレス 
あり 271 52.2 

なし 248 47.8 

児との生活 

への喜び 

感じられない 18 3.5 

感じる 503 96.5 

就業 
あり 381 73.3 

なし 139 26.7 

育児の支援者 
なし 4 0.8 

あり 516 99.2 

周囲に喫煙者がいる 
該当 227 43.6 

非該当 294 56.4 

一人暮らし 
該当 9 1.7 

非該当 512 98.3 

パートナーと 

過ごす時間 

少ない 83 16.0 

多い 435 84.0 

妊婦とその父母 

との関係 

悪い 17 3.3 

良い 504 96.7 

父親との関係希薄 
該当 87 17.0 

非該当 424 83.0 

母親との関係希薄 
該当 30 5.8 

非該当 486 94.2 

経産婦 
該当 317 61.1 

非該当 202 38.9 

 

 

 

  度数 割合 

流産経験 
あり 104 20.1 

なし 414 79.9 

人工妊娠中絶経験 
あり 32 6.2 

なし 487 93.8 

LBW の出産経験 
あり 19 3.7 

なし 499 96.3 

高齢出産＊4 
該当 143 27.4 

非該当 378 72.6 

今回の妊娠における 

不妊治療経験 

あり 89 17.2 

なし 429 82.8 

妊娠時の服薬 
あり 63 12.1 

なし 456 87.9 

在胎週数 
早期産＊5 29 5.6 

早期産でない 492 94.4 

妊娠合併症＊6 
あり 142 27.6 

なし 372 72.4 

妊娠高血圧 
あり 6 1.2 

なし 508 98.8 

タンパク尿 
あり 62 12.1 

なし 452 87.9 

貧血 
あり 57 11.1 

なし 457 88.9 

高血圧・浮腫 
あり 20 3.9 

なし 494 96.1 

尿糖 
あり 38 7.4 

なし 476 92.6 

糖尿病 
あり 7 1.4 

なし 507 98.6 

分娩様式 
帝王切開 110 22.1 

経膣分娩 388 77.9 

児が双子＊7 
該当 8 1.5 

非該当 513 98.5 

児が LBW＊8 
該当 44 8.4 

非該当 477 91.6 

父親から 

よく叩かれた経験 

あり 8 1.6 

なし 503 98.4 

母親から 

よく叩かれた経験 

あり 5 1.0 

なし 510 99.0 

トラウマ 
あり 59 11.4 

なし 457 88.6 

いくつかの変数は欠損値があった。そのため合計が 521 にならない変数がある。 

＊1 Body mass index 18.5kg/m2未満をやせとした。 

＊2 「以前と変わらない」と回答した者は 73 人で欠損値として扱った。 

＊3 「以前と変わらない」と回答した者は 43 人と無回答者 1 人を欠損値として扱った。 

＊4 35 歳以上を高齢出産とした。   ＊5 在胎週数 37 週未満での出生を早期産とした。 

＊6 妊娠高血圧，タンパク尿，貧血，高血圧・浮腫，尿糖，糖尿病のいずれかに「あり」と回答した場合

をありとした。   ＊7 データ取得時のカルテの枚数から双子を判別した。 

＊8 出生児体重が 2500g 未満の児を LBW とした。 LBW: Low birth weight 
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表 2  LBW 出生の有無と他の項目のクロス集計（LWB の群：44，LBW でない群：477） 

 

 

    LBW の群 LBW でない群 P 値 
  度数 割合 度数 割合  

体型 
やせ＊1 15 34.1  99 20.8  

0.04  
やせ以外 29 65.9  378 79.2  

 喫煙経験 
あり 5 11.4  37 7.8  

0.39  
なし 39 88.6  439 92.2  

飲酒経験 
あり 11 25.0  151 31.8  

0.35  
なし 33 75.0  324 68.2  

 精神科の通院経験 
あり 4 9.1  33 6.9  

0.59  
なし 40 90.9  443 93.1  

イライラ感 
あり 8 18.2  33 6.9  

<0.01 
なし 36 81.8  444 93.1  

体調 
不良 29 65.9  264 56.8  

0.24  
良好 15 34.1  201 43.2  

睡眠状況 
不良 5 13.9  82 19.9  

0.51  
良好 31 86.1  330 80.1  

食事摂取状況 
不良 21 56.8  180 40.9  

0.06  
良好 16 43.2  260 59.1  

生活のストレス 
あり 22 50.0  249 52.4  

0.76  
なし 22 50.0  226 47.6  

児との生活 

への喜び 

感じられない 2 4.5  16 3.4  
0.66  

感じる 42 95.5  461 96.6  

就業 
あり 31 70.5  350 73.5  

0.66  
なし 13 29.5  126 26.5  

育児の支援者 
なし 0 0.0  4 0.8  

1.00  
あり 44 100.0  472 99.2  

周囲に 

喫煙者がいる 

該当 20 45.5  207 43.4  
0.79  

非該当 24 54.5  270 56.6  

一人暮らし 
該当 1 2.3  8 1.7  

0.55 
非該当 43 97.7  469 98.3  

パートナーと 

過ごす時間 

少ない 13 29.5  70 14.8  
0.01  

多い 31 70.5  404 85.2  

妊婦とその父母 

との関係 

悪い 1 2.3  16 3.4  
1.00 

良い 43 97.7  461 96.6  

父親との関係希薄 
該当 5 11.6  82 17.5  

0.40 
非該当 38 88.4  386 82.5  

母親との関係希薄 
該当 2 4.5  28 5.9  

1.00  
非該当 42 95.5  444 94.1  

経産婦 
該当 29 65.9  288 60.6  

0.49  
非該当 15 34.1  187 39.4  

流産経験 
あり 13 29.5  91 19.2  

0.10  
なし 31 70.5  383 80.8  

人工妊娠中絶経験 
あり 6 13.6  26 5.5  

0.03  
なし 38 86.4  449 94.5  

LBW の出産経験 
あり 5 11.4  14 3.0  

<0.01 
なし 39 88.6  460 97.0  

高齢出産 
該当 9 20.5  134 28.1  

0.28 
非該当 35 79.5  343 71.9 
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表 2 （続き） 

＊1 Body mass index 18.5kg/m2未満をやせとした。 ＊2 在胎週数 37 週未満の出生を早期産とした。 

＊3 妊娠高血圧，タンパク尿，貧血，高血圧・浮腫，尿糖，糖尿病のいずれかに「あり」と回答した場合 

をありとした。    LBW: Low birth weight    

 

研究で LBW 出生に寄与する項目を交絡因子として調

整した点である。それらを調整しても，同様の結果

となった。3つ目は，掛川市の母子保健のデータを

用いた点である。掛川市の保健センターは，今回デ

ータを得た 1施設のみであり，対象者の選択バイア

スは少ないと考えられる。また出生児カルテは，医

療機関のカルテから情報を得ており，情報の妥当性

も高いと考えられる。ただし自記式アンケートは，

妊婦本人が書いており，体重のような実測値ではな

いため情報バイアスがあるかもしれない。 

本研究の限界はいくつか挙げられる。1 つ目は，

対象者により自記式アンケートを記入した際の妊娠

週数が異なる点である。例えばつわりがひどい妊娠

初期と，つわりが比較的少なくなる妊娠中期にアン

ケートを記入する場合とでは，現在の体調や精神状

況に関する回答が異なることが考えられる。しか

し，母子健康手帳の交付と妊婦週数の分布による

と，妊娠初期である 11 週未満での交付が 86.9%と

最も多いとの報告があり 27)，本研究でも保健師に

確認を取り，この報告と大きな違いはなかったとの

確認を得ている。2 つ目は，精神状態の指標に関す

る点である。本研究では，不安や抑うつなど他の精

神状態の指標では捉えにくい，妊婦の日常的な心理

的負担を「イライラ感」という指標を用いた。しか

し，精神状態の指標は，自記式質問票の回答である

ため個人の認識に差が生じることや，「とてもそう

思う」「すこしそう思う」「まったくそう思わない」

という回答選択肢では症状の程度と LBW 出生リスク

    LBW の群 LBW でない群 P 値 
  度数 割合 度数 割合  

今回の妊娠における

不妊治療経験 

あり 8 18.2  81 17.1  
0.85  

なし 36 81.8  393 82.9  

妊娠時の服薬 
あり 6 14.0  57 12.0  

0.70  
なし 37 86.0  419 88.0  

在胎週数 
早期産＊2 20 45.5  9 1.9  

<0.01 
早期産でない 24 54.5  468 98.1  

妊娠合併症＊3 
あり 20 46.5  122 25.9  

<0.01 
なし 23 53.5  349 74.1  

妊娠高血圧 
あり 1 2.3  5 1.1  

0.41  
なし 42 97.7  466 98.9  

タンパク尿 
あり 13 30.2  49 10.4  

<0.01 
なし 30 69.8  422 89.6  

貧血 
あり 6 14.0  51 10.8  

0.53  
なし 37 86.0  420 89.2  

高血圧・浮腫 
あり 1 2.3  19 4.0  

1.00  
なし 42 97.7  452 96.0  

尿糖 
あり 4 9.3  34 7.2  

0.55  
なし 39 90.7  437 92.8  

糖尿病 
あり 0 0.0  7 1.5  

1.00  
なし 43 100.0  464 98.5  

分娩様式 
帝王切開 21 51.2  89 19.5  

<0.01 
経膣分娩 20 48.8  368 80.5  

児が双子 
該当 4 9.1  4 0.8  

<0.01 
非該当 40 90.9  473 99.2  

父親から 

よく叩かれた経験 

あり 0 0.0  8 1.7  
1.00  

なし 43 100.0  460 98.3  

 母親から 

よく叩かれた経験 

あり 0 0.0  5 1.1  
1.00  

なし 44 100.0  466 98.9  

トラウマ 
あり 5 11.4  54 11.4  

1.00  
なし 39 88.6  418 88.6  
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表 3  LBW 出生に対するイライラ感のオッズ比

  イライラ感 

  なし   あり   

モデル 1 1.00 （基準） 2.99  (95％信頼区間：1.29-6.95) 

モデル 2 1.00 （基準） 4.39  (1.60-12.01) 

オッズ比（95％信頼区間）で示した。 

モデル 1は共変量なし。    

モデル 2は体型，喫煙習慣，高齢出産，在胎週数，妊娠合併症を共変量とした。 LBW: Low birth weight 

 

との量反応関係を詳細に検討することが難しいとい

う方法論的な課題がある。一方で，今回解析に用い

た「イライラ感」は母子健康手帳交付時のアンケー

トとして全国の99.5%の自治体で既に収集されてお

り21)，新たな調査を実施することなく即座に活用で

きる実用的なものである。さらに，母子健康手帳交

付時のアンケートはエジンバラ産後うつ病質問票を

参考に作られており，うつのスクリーニング28)や児

への虐待リスクの評価24)にも使用されているという

点で，一定の妥当性が示唆されている。この既存デ

ータを活用することで，各自治体が追加の負担なく

妊婦への支援体制を検討することが可能となる。3つ

目は，本研究では LBW に対する具体的な対策の検討

には至っていない点である。考察では行政の取り組

みとしてリーフレットの配布を例に挙げたが，これ

は一例に過ぎない。実際には，保健師によるアプロ

ーチだけでなく，家族や医療機関のスタッフなど，

様々な立場からのサポートが有効である可能性があ

る。例えば，産科医による妊婦健診時の指導や，助

産師による出産前教育での情報提供，さらには地域

のコミュニティサポートグループの活用なども LBW

出生の予防に貢献する可能性がある。これらの多様

な介入方法の効果については，今後さらなる研究が

必要である。 

 

Ⅴ 結   語 

 

 本研究は妊婦がイライラ感と LBW 出生の関連を検

討した。妊婦にイライラ感があることは LBW 出生と

有意な関連がみられた。さらに LBW 出生と関連が報

告されている体型，喫煙習慣，高齢出産，在胎週数，

妊娠合併症を調整しても LBW 出生のリスク要因とな

ることが明らかになった。 
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オンライン服薬指導の利用希望に影響を与える要因の検証 
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目的 近年,医療のデジタル化が急速に進展し,患者の利便性と医療提供者の効率性向上に寄与する

サービスとしてオンライン服薬指導も期待されている。しかし,その受容には未だ多くの課題

があり,その理由や背景には様々な要因が関与している。本研究は患者のオンライン服薬指導

の利用希望に影響を与える要因を明らかにし,オンライン服薬指導の普及と改善に資すること

を目的とした。 

方法 2023年10月20日～24日,オンラインリサーチ会社の登録者20歳以上の6,000人を対象に,「オ

ンライン服薬指導を受けた経験の有無」及び「処方箋による薬の受取経験の有無」についてス

クリーニング調査を実施し,オンライン服薬指導経験者及び非経験者を各250名ずつ抽出し,詳

細なアンケート調査を実施した。調査項目には,「利用薬局の数」,「薬局の立地」,「かかりつ

け薬局の有無」,「自宅から薬局までの所要時間」,「処方箋を受け取っている医療機関の数」,

「オンライン情報収集の有無」,「フォローアップ希望の有無」,「薬剤師への相談経験」,「副

作用の既往」,「薬への不安や質問希望」などが含まれた。クロス集計,ロジスティック回帰分

析を用いて,各要因とオンライン服薬指導経験との関連性を検討した。 

結果 オンライン服薬指導経験者は若年層で男性が多く,かかりつけ薬局を持ち,薬局までの所要時

間が30分以上,受診医療機関数が多く,オンラインでの情報収集を頻繁に行っている割合が高

かった。さらに,フォローアップを希望し,薬剤師に相談して良かった経験,副作用の既往,薬に

ついて不安を感じることがある割合が高かった。ロジスティック回帰分析の結果も同様に,「か

かりつけ薬局の利用」,「自宅から薬局までの所要時間の長いこと」,「複数の医療機関の利用」,

「オンライン情報収集の頻度高」,「フォローアップ希望有」,「薬剤師への相談での良い経験

有」,「副作用の既往有」,「薬への不安や質問希望有」が,オンライン服薬指導の受容に有意な

関連を示した。 

結論 本研究の結果を踏まえ,オンライン服薬指導の普及を図るためには,デジタルリテラシーの向

上とオンライン医療サービスの利便性の周知,特に高齢者やデジタルデバイスに不慣れな患者

へのサポート体制の整備が重要であることが浮き彫りとなった。また,患者がオンライン服薬

指導のメリットを享受できるように,適切な施策を講じることが求められることも示唆された。 

Key words ： 薬局, インターネット, オンライン服薬指導 

 

Ⅰ 緒   言 

 

 近年,医療のデジタル化が急速に進展し,その中で

もオンライン診療やオンライン服薬指導の重要性が

増している。特に,新型コロナウイルス感染症のパン

デミックは,人と人との接触を回避するという観点

から,オンライン医療の必要性を一層強調すること

となった1),2)。 

 

*  愛知学院大学 薬学部 実践薬学講座 

2* 浜松医科大学 健康社会医学講座 

連絡先：〒464-8650 愛知県名古屋市千種区楠元

町1－100 愛知学院大学 薬学部 実践薬学講座

尾関佳代子 E-mail:kozeki@dpc.agu.ac.jp  

厚生労働省は「オンライン診療について 国民・

患者の皆様へ」というホームページを作成し3),国

民・患者へオンライン診療の利用について周知を図

っている。さらに,「情報通信機器を用いた診療に係

る施設基準を届け出て,オンライン診療を実施して

いる医療機関」へのリンクが示されており,ある意味

で,医療機関の特性として,オンライン対応可否の差

別化が図られているような状況でもあると考えられ

る。また,同ホームページの「診療後の薬の受け渡し」

の項目ではオンライン診療後の流れとして,オンラ

イン服薬指導も紹介されている。このような背景の

もとに,オンライン環境における服薬指導はオンラ

イン診療と共に,患者の利便性や医療提供者の効率
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性を向上させ,また,患者が自宅で薬を安全に管理し,

適切に服用するための重要なサービスとして期待が

高まっている。 

従来からの服薬指導は,主に医療機関内の薬剤部

や薬局での対面式が一般的であり,現状もそうであ

る。しかしながら,患者の住所地がへき地等で,自家

用車を使う以外の手段がなく,交通の利便性が悪い

場合や,たとえ公共交通機関があったとしても,診療

時間や開局時間等の時間的制約などの問題がある場

合,特に高齢者や移動が難しい患者にとっては課題

があった4）。こうした課題に対応するためにも,オン

ラインプラットフォームを活用した服薬指導が注目

されている。 

しかしながら,現状では,オンライン服薬指導を希

望する患者の割合はまだ限られており,その理由や

背景には多くの要因が考えられる。先行研究では,高

齢者において,自宅から薬局までの距離などが関連

していることが明らかとなっているが5）,その他に

も患者属性や行動パターンがオンライン服薬指導の

受容に重要な影響を与えていると考えられる。また,

これらの要因を明らかにすることは,オンライン服

薬指導の普及と改善に寄与すると考えられる。 

本研究では,患者のオンライン服薬指導を受けた

経験の有無と,オンライン服薬指導の受容の要因と

なり得る様々な項目との関連を明らかにすることを

目的とした。 

 

 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1. 調査対象及び調査方法  

 

2023年10月20日～24日に,オンラインリサーチ会

社（アイブリッジ株式会社）に登録している20歳以

上の6,000人に対して,リサーチ会社のシステムを使

用して,「オンライン服薬指導を受けた経験の有無」

及び「過去1年間における処方箋による薬の受取の有

無（家族分等も含む）」の2つの質問によるスクリー

ニング調査を行った。アンケートにはオンライン服

薬の説明として「オンライン服薬指導とは,パソコン

やスマートフォンなどの情報通信機器を活用して,

患者さんが自宅等にいながら薬剤師から処方薬の飲

み方の説明を受けることができるサービス。このサ

ービスは外出することなくお薬を受け取ることもで

きる」と明記した。その後,スクリーニング調査で抽

出された「オンライン服薬指導を経験したことのあ

る人」319人に対して,2023年10月30日～11月2日に,

再びリサーチ会社のシステムを使用して,アンケー

ト調査を依頼し,250名に達するまで回答を回収した。

また同様にスクリーニング調査で抽出された「オン

ライン服薬指導を経験したことのない人」に対して

は,「過去1年間における処方箋による薬の受取の有

無（家族分等も含む）」の設問に「有」と回答をした

4,108人を対象とし,2023年10月30日～10月31日にア

ンケート調査を依頼し,250名に達するまで回答を回

収した。この合計500名を調査対象者とした（図１）。 

 

2．調査項目 

 

調査項目は,「オンライン服薬指導を経験したこと

のある人」及び「オンライン服薬指導を経験したこ

とのない人」に共通の項目として,「利用薬局の数」,

「薬局の立地」,「かかりつけ薬局の利用の有無」,

「自宅から薬局までの所要時間」,「処方箋を受け取

っている医療機関の数」,「オンラインによる情報収

集の有無」,「フォローアップ（薬剤師が薬剤交付後

も患者の状態を継続的に把握し,薬学的知見に基づ

いて評価を行うこと）希望の有無」,「薬剤師に相談

してよかったと思ったことの有無」,「薬による副作

用の既往の有無」,「薬について不安に思ったことや

薬剤師への質問希望の有無」,回答者の年齢，性別等

であった。 

 

3．統計解析 

 

各項目とオンライン服薬指導を受けた経験の有無

のクロス集計,カイ二乗検定を行った。さらに,ロジ

スティック回帰分析を用いて,「オンライン服薬指導

を受けた経験有」を目的変数とし,「かかりつけ薬局

の有無」,「自宅から薬局への所用時間」,「処方箋

を受け取っている医療機関の数」,「オンラインによ

る情報収集の有無」,「フォローアップ希望の有無」,

「薬剤師に相談して良かったと思ったことの有無」,

「薬の副作用の既往の有無」,「薬について不安に思

ったこと」や「薬剤師への質問希望の有無」の項目

を説明変数として,関連性を検討した。モデル１は各

単独説明変数のみ,モデル２は性,年齢（連続変数）

を,モデル３は性,年齢（連続変数）,薬局の立地（面

薬局,門前薬局）,利用薬局の数（1か所,2か所,3か所

以上）を加えて解析を行った。有意水準は5%とし，

解析には JMP13を用いた。 

 

4．倫理的配慮 

 

オンラインリサーチ会社を利用したアンケートの
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ため，取得した情報からは個人を特定できないよう

に加工されている。また,個人情報の取り扱い，研究

参加が任意であること，研究成果公表の可能性等が

記載された説明文書を,アンケートを取得する際に

配布し，チェック欄を設け，適切な同意が得られた

場合にのみ,調査票への回答を行ってもらった。本研

究は浜松医科大学臨床研究倫理委員会の承認を受け

実施した（承認番号23-187，承認日2023年10月06日）。 

 

 

Ⅲ 研究結果 

 

 表１は各項目別にオンライン服薬指導の経験の有

無との関連を示したクロス集計の結果である。すべ

ての項目で有意差がみられた。 

年齢については,オンライン服薬指導を受けた経

験のある人の割合は,非高齢者である65歳未満が

87.6%で,経験のない人77.6%に比較して10%高かった。

性別については,オンライン服薬指導を受けた経験

のある人は,男性が6割,女性が4割で,経験のない人

は男女半々であった。かかりつけ薬局の有無につい

ては,オンライン服薬指導を受けた経験のある人が,

かかりつけ薬局がある割合が7割を超え,経験のない

人は5割強と約2割の差があった。自宅から薬局まで

の所用時間については,オンライン服薬指導を受け

た経験のある人が,30分以上の割合が24.4%で,経験

のない人10.8%に比較して13.6%高かった。処方箋を

受け取っている医療機関の数については,オンライ

ン服薬指導を受けた経験のある人が,2か所以上の割

合が,42.0%であり,経験のない人30.4%より11.6%高

かった。オンラインによる情報収集の有無について

は,オンライン服薬指導を受けた経験のある人が,い

つも情報収集している割合が20.8%で高く,オンライ

ン服薬指導を受けた経験のない人2.8%の約7倍であ

った。また,全く情報収集しない割合は経験のない人

48.8%,経験がある人18.0%で30.8%の差があった。フ

ォローアップ希望の有無については,オンライン服

薬指導を受けた経験のある人は,常に聞いてもらい

たい割合が20.0%であり,経験のない人4.4%に比べて,

約5倍高く,逆にあまり聞いてもらいたくない割合や

図１ 調査対象者選定のフローチャート 
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全く聞いてもらいたくない割合はオンライン服薬指

導の経験のない人が52.4%で過半数を超え,経験のあ

る人28.8%の2倍近くであった。薬剤師に相談して良

かったと思ったことの有無については,オンライン

服薬指導を受けた経験のある人が,薬剤師に相談し

て良かったと思ったことのある割合が62.8%であり,

経験のない人31.6%に比べて約2倍と高かった。薬に

よる副作用の既往の有無については,オンライン服

薬指導を受けた経験のある人が,副作用の既往があ

る割合が33.2%で,経験のない人18.8%に比べて2倍弱

高かった。薬について不安に思ったことや薬剤師へ

の質問希望の有無については,オンライン服薬指導

を受けた経験のある人46.0%が,経験のない人35.6%

に比べて,質問希望のある割合が約10%高かった。 

ｎ ％ ｎ ％
年齢
 65歳未満 219 87.6 194 77.6
 65歳以上 31 12.4 56 22.4
性別
 男性 151 60.4 125 50.0
 ⼥性 99 39.6 125 50.0
かかりつけ薬局の有無
 有 184 73.6 137 54.8
 無 65 26.0 109 43.6
⾃宅から薬局までの所⽤時間
 10分未満 84 33.6 103 41.2
 10〜30分未満 105 42.0 120 48.0
 30〜1時間未満 49 19.6 22 8.8
 1時間以上 12 4.8 5 2.0
処⽅箋を受け取っている医療機関数
 1か所 145 58.0 174 69.6
 2か所 66 26.4 54 21.6
 3か所以上 39 15.6 22 8.8
オンラインによる情報収集の有無
 いつも情報収集している 52 20.8 7 2.8
 たまに情報収集する 90 36.0 46 18.4
 ほとんど情報収集しない 61 24.4 75 30.0
 全く情報収集しない 45 18.0 122 48.8
フォローアップ希望の有無
 常に聞いてもらいたい 50 20.0 11 4.4
 変化があったときだけ聞いてもらいたい 127 50.8 108 43.2
 あまり聞いてもらいたくない 40 16.0 78 31.2
 全く聞いてもらいたくない 32 12.8 53 21.2
薬剤師に相談して良かったと思ったことの有無
 有 157 62.8 79 31.6
 無 93 37.2 171 68.4
薬による副作⽤の既往の有無
 有 83 33.2 47 18.8
 無 167 66.8 203 81.2
薬について不安に思ったことや薬剤師への質問希望の有無
 有 115 46.0 89 35.6
 無 135 54.0 161 64.4

0.018

0.001

0.014

ｐ値

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

経験なし経験あり

0.003

0.019

<0.001

 表１ 各項目とオンライン服薬指導を受けた経験の有無のクロス集計 
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表２はオンライン服薬指導の経験（経験あり）と

様々な要因との関連のロジスティック回帰分析の結

果を示している。 

かかりつけ薬局がある場合,オンライン服薬指導

の経験はモデル１でオッズ比2.25（95%信頼区間

1.54-3.29）で有意に高く,モデル2（2.51：1.69-3.73）,

モデル3（2.53：1.67-3.84）でも有意に高かった。

自宅から薬局までの時間は,移動時間が30分以上か

かる場合,オンライン服薬指導の経験はモデル１

（2.67：1.63-4.36）,モデル2 (2.35：1.41-3.89),

モデル3（2.84：1.66-4.88）で有意に高かった。処

方箋を受け取っている医療機関数は,医療機関が2か

所以上の場合,オンライン服薬指導の経験がモデル1

（1.66：1.15-2.40）,モデル2 (1.57：1.07-2.29)で

有意に高く,モデル3（1.41：0.86-2.32）は有意では

なかったが,高い傾向にあった。オンラインによる情

報収集の有無では情報収集がある場合,オンライン

服薬指導の経験がモデル1（4.98：3.38-7.43）,モデ

ル2 (4.48：2.98-6.72),モデル3（3.94：2.60-5.96）

で有意に高かった。フォローアップ希望の有無では

フォローアップを希望する場合,オンライン服薬指

導の経験がモデル1（2.71：1.87-3.92）,モデル2 

(2.41：1.64-3.53),モデル3（2.36：1.59-3.49）で

有意に高かった。 薬剤師に相談して良かったと思っ

たことの有無では,ある場合は,オンライン服薬指導

の経験がモデル1（3.65：2.52-5.29）,モデル2 (3.72：

2.53-5.46),モデル3（3.78：2.55-5.67）で有意に高

かった。薬による副作用の既往の有無では,既往があ

る場合,オンライン服薬指導の経験がモデル1（2.15：

1.43-3.26）,モデル2 (1.81：1.18-2.77),モデル3

（1.80：1.16-2.81）で有意に高かった。また,薬に

ついて不安に思ったことや薬剤師への質問希望の有

モデル１ モデル２ モデル３
オッズ⽐ 95%信頼区間 p値 オッズ⽐ 95%信頼区間 p値 オッズ⽐ 95%信頼区間 p値

かかりつけ薬局の有無
 無 1(Reference) 1(Reference) 1(Reference)
 有 2.25 1.54-3.29 ＜0.001 2.51 1.69-3.73 ＜0.001 2.53 1.67-3.84 0.001
⾃宅から薬局までの時間
 30分未満 1(Reference) 1(Reference) 1(Reference)
 30分以上 2.67 1.63-4.36 ＜0.001 2.35 1.41-3.89 0.001 2.84 1.66-4.88 <0.001
処⽅箋を受け取っている医療機関数
 1か所 1(Reference) 1(Reference) 1(Reference)
 2か所以上 1.66 1.15-2.40 0.007 1.57 1.07-2.29 0.021 1.41 0.86-2.32 0.174
オンラインによる情報収集の有無*
 無 1(Reference) 1(Reference) 1(Reference)
 有 4.98 3.38-7.43 ＜0.001 4.48 2.98-6.72 ＜0.001 3.94 2.60-5.96 <0.001
フォローアップ希望の有無**
 無 1(Reference) 1(Reference) 1(Reference)
 有 2.71 1.87-3.92 ＜0.001 2.41 1.64-3.53 ＜0.001 2.36 1.59-3.49 ＜0.001
薬剤師に相談して良かったと思ったことの有無
 無 1(Reference) 1(Reference) 1(Reference)
 有 3.65 2.52-5.29 <0.001 3.72 2.53-5.46 <0.001 3.78 2.55-5.67 <0.001
薬による副作⽤の既往の有無
 無 1(Reference) 1(Reference) 1(Reference)
 有 2.15 1.43-3.26 <0.001 1.81 1.18-2.77 0.007 1.80 1.16-2.81 0.009
薬について不安に思ったことや薬剤師への質問希望の有無
 無 1(Reference) 1(Reference) 1(Reference)
 有 1.54 1.08-2.21 0.018 1.50 1.04-2.18 0.032 1.50 1.02-2.20 0.041

*オンラインによる情報収集の有無は「いつも情報収集している」,「たまに情報収集する」を有,「ほとんど情報収集しない」,

「全く情報収集しない」を無とした。    

**フォローアップ希望の有無は「常に聞いてもらいたい」,「変化があったときだけ聞いてもらいたい」を有,「あまり聞いてもら

いたくない」,「全く聞いてもらいたくない」を無とした。  

モデル１は各単独説明変数のみ,モデル２は性,年齢（連続変数）を,モデル３は性,年齢（連続変数）,薬局の立地（面薬局,門前薬

局）,利用薬局の数（1 か所,2 か所,3 か所以上）を加えて解析を行った。     

 表２ 各項目とオンライン服薬指導を受けた経験有との関連 
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無では,薬について不安や質問がある場合,オンライ

ン服薬指導の経験がモデル1（1.54：1.08-2.21）,モ

デル2 (1.50：1.04-2.18),モデル3（1.50：1.02-2.20）

で有意に高かった。 

 

Ⅳ 考   察 

 

 本研究では,オンライン服薬指導を受けた経験の

有無と,オンライン服薬指導の受容の要因となり得

る様々な項目との関連性を明らかにすることを目的

として,調査を実施した。 

表１の結果から,オンライン服薬指導を受けた経

験のある人は,若年層に多く,男性が多い傾向がみら

れた。また,かかりつけ薬局の利用,自宅から薬局ま

での所要時間の長いこと,オンラインによる情報収

集の頻度高,フォローアップ希望有,薬剤師に相談し

て良かった経験有,副作用の既往有,薬についての不

安や質問希望有が,オンライン服薬指導の受容に関

連していることが明らかとなった。 

表２の各項目とオンライン服薬指導を受けた経験

有との関連のロジスティック回帰分析より,患者が

かかりつけ薬局を持っている場合,オンライン服薬

指導を受けた経験有と有意に関連があった。常に利

用しているかかりつけ薬局とは長期的な信頼関係が

築かれている可能性が高く,オンラインでの服薬指

導も,信頼できる薬剤師から受けることができると

感じ6),7),受け入れやすくなると考えられた。 

次に,自宅から薬局までの所要時間に関する結果

では,薬局までの時間が30分以上かかる場合,オンラ

イン服薬指導を受けた経験と有意に関連があった。

高齢者を対象とした先行研究でも徒歩15分相当以上

の距離の患者は有意にオンライン使用希望であるこ

とが報告されているが5),薬局までの距離が遠い場

合,通院が煩雑になりやすく,オンラインでの指導が

便利である可能性があることが示唆された。患者が

快適に自宅からアクセスできるオンラインプラット

フォームを活用することで,高齢者や子育て世代な

ど外出が困難な患者も服薬指導を受けやすくなると

考えられた。 

また,処方箋を受け取っている医療機関の数に関

する結果では,2か所以上の医療機関から処方箋を受

けている場合,オンライン服薬指導を受ける傾向が

強かった。複数の医療機関を訪れることは,患者にと

って,時間と移動の負担が大きい。オンライン服薬指

導は,自宅や職場など,場所を選ばずに受けることが

できるので,患者の時間的,物理的な負担を軽減する

ことができることがオンライン服薬指導を選択する

理由の一つであると考えられた。 

オンラインによる情報収集の有無に関する結果で

は,オンラインで情報収集を行う頻度の高い患者ほ

ど,オンライン服薬指導を受ける傾向が強いことか

ら,デジタルリテラシーの高さがオンライン医療サ

ービスの受容に重要であることが示唆された。 

また,患者がフォローアップを希望する場合及び

薬剤師に相談して良かったと感じる場合にオンライ

ン服薬指導経験患者が有意に多かったが,それらの

患者は薬剤師との継続的なコミュニケーションを求

めていると考えられ,オンライン服薬指導は,手軽に

定期的なフォローアップを可能にし,患者の健康状

態を継続的にモニタリングすることができ8),患者

のニーズを満たしていることが示唆された。 

さらに,薬による副作用の既往や,薬についての不

安や質問希望がある患者が,オンライン服薬指導を

利用しやすいという結果は,オンライン服薬指導が

患者の不安解消や安心感を提供するための重要な手

段であることを示唆している。従来の対面式の服薬

指導では得られにくい利便性や迅速性が,オンライ

ンプラットフォームを利用することで提供できる可

能性が示唆された。 

一方で,オンライン服薬指導を受けた経験のない

患者に対しても,デジタルリテラシーの向上や,オン

ライン医療の利便性を周知することが求められるこ

とも浮き彫りとなった。特に,高齢者やデジタルデバ

イスの利用に不慣れな患者に対しては,サポート体

制の整備や,オンラインサービスの簡便化が必要で

あることが示唆された。 

本研究の限界として,地域格差および経済格差が

オンライン服薬指導の利用に与える影響についても

考慮すべき点があると考える。今後の研究では,これ

らの要因を含めたさらなる詳細な分析が必要である。 

 

Ⅴ 結   語 

 

 本研究は,オンライン服薬指導の受容に影響を与

える要因を明らかにすることで,オンライン医療サ

ービスの普及と改善に寄与することを目的とした。

その結果,かかりつけ薬局の利用,自宅から薬局まで

の所要時間の長いこと,オンラインによる情報収集

の頻度高,フォローアップ希望有,薬剤師に相談して

良かった経験有,副作用の既往有,薬についての不安

や質問希望有が,オンライン服薬指導の受容に有意

な影響を与えることが明らかとなった。 

今後,これらの要因を考慮した施策の実施が求め

られるとともに,デジタルリテラシーの向上や,オン

ラインサービスの利用促進を図るための取り組みが

必要であると考えられた。また,医療提供者や政策立
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案者は,患者のニーズに対応したオンライン医療サ

ービスの提供を推進し,より多くの患者が安全かつ

効果的に医療を受けられる環境を整備することが重

要であることが示唆された。 
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生活支援コーディネーターの資源開発の現状と開発に関連する 

促進要因と阻害要因 

 

鈴木
ス ズ キ

 岸子
キ シ コ

*   

 

目的 生活支援コーディネーター（以下「SC」）の資源開発の現状から，開発を促進する要因および

阻害する要因を明らかにすること。 

方法 機縁法を用いて募集した SC9人に対して，2021年3月から同年7月にかけて半構造化面接を実

施した。逐語録は，促進要因と阻害要因にわけ，それぞれのコード，サブカテゴリ，カテゴリ

を生成した。分析には，うえの式質的分析法を用いた。 

結果 SC の保有資格（複数回答）は，社会福祉士8人，保育士2人，保健師1人だった。配属協議体

は，第1層協議体（以下「1層」）3人，第2層協議体（以下「2層」）5人，協議体無1人だった。

資源開発（複数回答）は，主に，4人が総合事業を開発し（通い場づくり4件，買い物支援と訪

問系各1件），5人は生活支援の担い手養成（養成講座の運営3件，人材確保2件）だった。さら

に，地域の要望で，介護保険以外の資源開発が2件あった。促進要因は，4カテゴリ【住民主体

を支援】【地域をコーディネートする知識・技術】【根回しからの信頼関係構築】【資源開発に

活かす意図的な情報の収集と共有】を生成した。阻害要因は，2カテゴリ【SC 業務に対する理

解不足】【地域・地縁組織との関係構築の困難さ】を生成した。 

結論 SC 全員は，地域の状況に応じた資源開発に着手し，主な開発は地域支援事業だったが，介護

保険制度以外の資源開発も見られた。促進要因は，SC が裏方に徹し住民主体を支援したこと，

地域をコーディネートする知識・技術を用いて，様々な組織に根回しし，信頼関係構築をした

こと，さらに，資源開発に活かす意図的な情報の収集と共有があったことだと考えた。阻害要 

因は，所属組織や行政等の SC 業務に対する理解不足と，地域・地縁組織との関係構築の困難さ

だと考えた。上記に加え，配属協議体別の発言から，SC の活動区域，配置人数，配属協議体の

有無も，促進・阻害要因に影響したと考えた。 

Key words ： 生活支援コーディネーター，介護予防・日常生活支援総合事業，協議体，資源開発 

 

 

 

Ⅰ 緒   言 

 

 2015 年の改正介護保険法施行により，地域支援事

業が再編されて「介護予防・日常生活支援総合事業

（以下「総合事業」という。）」が始まった。総合事

業のガイドライン 1）によれば，総合事業の目的は，

「市町村が中心となって地域の実情に応じて，住民

等の多様な主体が参画し，多様なサービスを充実す

ることにより，地域の支え合いの体制づくりを推進

し，要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等

を可能にすることを目指すもの」とされている。  

 

*  岐阜保健大学看護学部看護学科 

連絡先：〒500-8281 岐阜県岐阜市東鶉2-92  

岐阜保健大学看護学部看護学科 

E-mail: kishiko-suzuki@gifuhoken.ac.jp 

総合事業を利用する人の生活上の変化を調査した

鈴木ら 2）は，独居者や他者に勧められて利用した人

には，生活意欲を高める変化があると報告している。

総合事業は，利用する高齢者のフレイル予防に寄与

する可能性があるため，住み慣れた地域で，社会参

加が継続できる総合事業等の資源開発を進めること

は重要だと考える。 

介護保険法の改正に伴い，総合事業の推進役とし

て，生活支援コーディネーター（以下「SC」という。）

が 2015 年以降設置された 1）。設置の目的は，「市町

村が定める活動区域ごとに，関係者のネットワーク

や既存の取り組み・組織等も活用しながら，コーデ

ィネート業務を実施することにより，地域における

生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向

けた取り組みを推進すること」1）とある。また，そ
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の役割は，各協議体と連携し資源開発（生活支援の

担い手養成，サービスの開発等），関係者とのネット

ワーク構築，ニーズとサービスのマッチングを果た

すこととされている 1）。協議体とは，市町村が主体

となり，各地域における SC と，生活支援等サービス

の提供主体等が参画し，定期的な情報共有及び連携

強化の場の中核となるネットワークとされる。配置

は，第 1層の市町村全域（第 1 層協議体），第 2 層の

日常生活圏域（第 2 層協議体），第 3 層の個々の生活

支援等サービスの事業主体となっている 1）。 

なお，SC には，特定の資格要件は定められていな

いが，地域における助け合いや生活支援等サービス

の提供実績のある者等で，地域でコーディネート機

能を適切に担うことができる者とされている 1）。さ

らに，国や都道府県が実施する研修を修了した者が

望ましく，地域の公益的活動の視点，公平中立な視

点を有すること等が適当とされている 1）。 

さわやか福祉財団の「政令指定都市における生活

支援体制整備の現状とあり方に関する調査・提言」3）

によれば，課題として以下のことが報告された。SC

の選任に関して適任者が見つけられない，地域への

働きかけが進まない，協議体が未設置等の課題であ

る。協議体に関する永田ら 4）の報告では，協議体の

組織団体において内部連絡体制が不備で，SC を補佐

する機能を持ち得ていないとしている。さらに，林

ら 5）は，北海道では，総合事業は従前相当サービス

が主で，新たな資源開発が困難だったと報告した。 

SC の活動記録を可視化し地域支援のプロセスを

報告した榊原 6)や，社会福祉協議会の取り組みから

SCの活動の現状と課題を報告したものはあった7,8）。

しかし，黒宮 9）の SC に関する文献レビューには，

SC の役割であるコーディネート業務を遂行するた

めに必要な要因を明らかにしたものはなかった。 

以上の文献からは，総合事業の推進役である SC

が，協議体と連携し，総合事業等の資源開発を進め

ることは，困難な状況にあるとわかった。特定の資

格要件を有しない SC は，どのような方法を用いて，

地域課題を把握し，公平中立な立場で資源開発等の

役割を遂行しているか関心を持った。そこで，SC 業

務のうち資源開発に焦点をあて，SC の資源開発の現

状から，開発を促進する要因，阻害する要因を明ら

かにすることを目的に調査をした。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1．研究対象地域と研究協力者 

 対象地域は愛知県，岐阜県，三重県の3県である。

研究協力者は，配属協議体の有無，勤務年数，勤務

形態を問わず，現在 SC 業務に従事する者とした。 

なお，開発を促進する要因，阻害する要因を明ら

かにするためには，資源開発の成功例と困難例につ

いて実情を把握する必要がある。そのため，資源開

発成功の有無に拘わらず，開発の現状を聞き取るこ

とができる SC とした。具体的方法は，機縁法を用い

て，SC 本人10人と施設長に対して研究倫理を含む調

査協力依頼書を送付した。そのうち，調査への協力

の同意が書面で得られた9人が研究協力者である。 

 

2．調査方法および調査項目 

面接に先立ち，9 人には質問紙（インタビューガ

イド）を送付した。質問項目は以下の 2点で，①資

源開発の現状，②資源開発を促進した要因と阻害し

た要因とした。質問に際し，本調査における資源開

発の範囲は，生活支援の担い手養成，サービスの開

発等，地域の実情に応じた地域支援事業に関連する

資源の開発とした。しかし，地域の実情で役割を遂

行する SC の現状に合わせ，SC が資源の開発と認識

しているもの全てを聞き取った。 

面接は SC の都合の良い日時を予約し，SC の希望

により，リモートあるいは対面による面談を行った。

面談場所は各施設の会議室を借り，静かな環境を保

った上で，質問紙を基に半構造化面接を実施した。

面接に際しては，質問が恣意的にならぬよう，また，

誘導しないよう極力注意し，SC 自身の思いを語るこ

とができるように努めた。面接内容は許可を取って

IC レコーダにて録音した。面接調査は2021年3月か

ら7月にかけて順次実施（60-90分/人）した。 

 

3．解析方法 

はじめに，録音データを逐語録にまとめた上で，

本調査の目的に関連する文節を抽出した。抽出した

文節は全体で 291 あった。それを促進要因と阻害要

因に分けた後，それぞれのコード，サブカテゴリ，

カテゴリを生成した。表記についてカテゴリは【】，

サブカテゴリ《》，コード＜＞とした。その後，うえ

の式質的分析法 10）を参考に，配属協議体別のマトリ

ックス表に分類して分析した。協議体の表記は，第

1 層協議体（以下「1層」という。），第 2 層協議体（以

下「2 層」という。），配属される協議体自体が無い

（以下「協議体無」という。）とした。 

本分析法を用いた理由は，SC の発言を協議体別の

マトリックス表に示すことで，共通性や違いを可視

化できると同時に，SC の発言数に重みづけができる

ことにある。そのため，発言数が多いコードやカテ

ゴリは，SC の資源開発に影響する促進・阻害要因だ

と推測できる。以上の理由から，うえの式質的分析
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法は，本調査の分析に適切だと判断した。 

なお，データの生成と分析には，質的研究が専門

である大学教員から何度もスーパーバイズを受け，

公正中立な立場を保った上で臨んだ。 

 

4．倫理的配慮 

 本研究は名古屋学芸大学倫理委員会の承認（承認

番号 499，承認年月日 2019 年 11 月 11 日）を得た後

実施した。協力を得るにあたり SC および施設長には，

①研究目的，②研究方法，③研究協力の任意性と協

力辞退の自由，④個人情報の保護，⑤研究結果の公

表，⑥データ保管に関する説明を文書で行った。さ

らに，SC から研究協力に対する同意書を得た。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

1．研究協力者の背景と資源開発の現状 

 表1に SC の背景と開発した資源を示す。性別は男4

人，女5人，年齢は30代5人，40～50代4人だった。保

有資格（複数回答）は，社会福祉士8人，保育士2人，

保健師1人だった。9人の内3人がケアマネジャー(2

人)と，医療ソーシャルワーカー(1人)の経験があっ

た。かれらの所属は社会福祉協議会8人，地域包括支

援センター1人で，配属された協議体は，1層が3人

(a,b,c），2層が5人(d,e,f,g,h)，協議体無が1人(i)

だった。SC 経験年数は3年以下6人，4年以上3人，SC

の配置数は，1層が各1人，2層は1人から5人，協議体

無は1人だった。 

資源開発（複数回答）の内訳は，4人の SC(a,d,e,i)

が総合事業を開発した（通いの場 4件，買い物支援

1件，訪問系サービス（取組中）1件）。5人(b,d,f,h,i)

が生活支援の担い手養成講座の運営 3 件と人材確保

2 件を，さらに，5 人(b,c,e,g,h)は他の開発に取り

組んだ。具体的には，2 層協議体の設立 2 件，情報

誌（社会資源の一覧表）の作成，福祉授業の出前講

座，高齢者を活用した子どもの見守り支援が各 1件

あった。また，総合事業等の資源開発が準備段階の

地域では，地域課題を掘り起こすための座談会運営

2 件，地縁組織との資源開発検討会の開催 1 件があ

った。  

 

2．SC の資源開発を促進する要因 

 表2に9人の SC が述べた資源開発を促進する要因

を示す。コードは30，サブカテゴリは11，生成した

カテゴリは4で，全体の発言数145の内，多い順に【住

民主体を支援】49(33.8%)【地域をコーディネートす

る知識・技術】35(24.1%)【根回しからの信頼関係構

築】35(24.1%)【資源開発に活かす意図的な情報の収

集と共有】26(17.9%)だった。以下，結果を示す。 

 【住民主体を支援】は，2サブカテゴリと8コード

で構成された。《裏方として関わる》は，＜住民の意

欲を支える後方支援＞＜住民ニーズを支援＞＜住民

の意識を高める＞＜かみ合わない思いの調整＞の4

コードで構成され，概ね半数以上の SC が挙げた。発

表1．生活支援コーディネーターの背景と開発した資源（取組中を含む）

ID 性別 年齢

SC
経
験
年
数

所属機関
協議体

(兼務）
主な背景職種

SC
配
置
数

資源開発の現状

a 男 40代 3 社会福祉協議会 1層 社会福祉士 1 ・総合事業（訪問系サービス開発中）

b 男 30代 4 社会福祉協議会
1層

（2層）
社会福祉士 1

・生活支援の担い手養成（養成講座の運営）

・2層協議体の設立

ｃ 男 40代 4 社会福祉協議会
1層

（2層）
社会福祉士，
ケアマネジャー

1
・地域課題を掘り起こすための座談会の運営（定期

開催）

・2層協議体の設立

ｄ 男 30代 3 社会福祉協議会 2層 社会福祉士 2
・総合事業（車を用いた買い物支援）
・生活支援の担い手養成（養成講座の運営）

e 女 40代 5
地域包括支援セ
ンター

2層
保健師，
ケアマネジャー

1
・総合事業（通いの場づくり:体操教室）

・情報誌の作成(社会資源の一覧表）

ｆ 女 30代 3 社会福祉協議会 2層
社会福祉士，
保育士

1 ・生活支援の担い手養成（養成講座の運営）

ｇ 女 30代 3 社会福祉協議会 2層

社会福祉士，
医療ソーシャ
ルワーカー

5
・地域課題を掘り起こすための座談会運営

・地縁組織との資源開発検討会の開催
・福祉授業の出前講座

ｈ 女 30代 3 社会福祉協議会 2層 社会福祉士 5
・高齢者を活用した子どもの見守り支援
・生活支援の担い手確保

i 女 50代 3 社会福祉協議会 無
社会福祉士，
保育士

1
・総合事業（通いの場づくり:趣味のサロン2，体操

教室１)

・生活支援の担い手確保
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言に「自分たちは黒子に徹することを心がけている。」 

があった。 

次に，《住民に寄り添う姿勢》は以下の4コードで

構成された。＜聞く姿勢と一緒に取り組む姿勢＞＜

会議等に参加し住民理解を深める＞＜事業に参加し

つながりを維持＞＜相手を尊重する倫理的な態度＞

で概ね半数の SC が挙げた。発言に「よく話を聞く姿

勢，一緒に取り組む姿勢で接している。」，「住民と向

き合う。」があった。 

1層3人に共通したのは，《裏方として関わる》を構

成するコードの内3コードと，＜聞く姿勢と一緒に取

り組む姿勢＞だった。2層5人に共通したのは＜住民

の意欲を支える後方支援＞で，＜住民ニーズを支援

する＞は4人(d,f,g,h)が挙げた。協議体無は上記8

コードのうち5コードに発言が見られた。 

 【地域をコーディネートする知識・技術】は，3

サブカテゴリと7コードで構成された。《自己学習と

自己研鑽》では，全員が＜積極的な情報収集＞を挙

げた。それ以外の＜統計資料，制度政策の把握＞＜

自主的に研修会へ参加＞は，発言数が3と少なかった。

《住民主体の資源開発を支えるマネジメント力》は，

3コードで構成され，順に＜地域を理解する視点＞＜

マネジメント力＞＜アセスメント力＞で，半数の SC

が挙げた。発言に「地域に出向きニーズの把握や，

最新情報の入手を心がける。」，「地域を知らなきゃ

SC は何もできない。」があった。マネジメントに関

しては，「意欲を引き出して，人が地域を創っていく

仕事なので，マネジメント力がすべて。」があった。

《前職の経験》は1コードで，2層の3人(e,f,h)と協

議体無が挙げたが，1層には発言が無かった。 

協議体別では，1層の2人(a,c)が＜マネジメント力

＞と＜アセスメント力＞を挙げた。2層の5人は，＜

地域を理解する視点＞を，同4人(d,e,f,h）は＜マネ

ジメント力＞，同3人(e,f,h)は＜前職の経験＞を挙

げた。協議体無は，＜積極的な情報収集＞＜自主的

に研修会へ参加＞＜前職の経験＞を挙げた。 

 【根回しからの信頼関係構築】は，4サブカテゴリ

と8コードで構成された。《地域・地縁組織との関係

構築》は，順に＜地域に出向いて関係構築＞＜地域

人材の発掘から担い手養成＞が挙がった。《所属内の

良好な人間関係の構築》は，2層の5人と協議体無に

発言が集中し，＜相談できる関係性＞＜SC 業務の見 

える化＞が挙がった。発言に，「やっぱり相談に乗っ

てもらえる人がいるのでそれが無かったら行き詰っ

ていた。」があった。 

《行政との連携》は，順に＜行政の支援体制＞＜

行政からの情報提供＞＜協議体との連携＞で構成さ

れ，1層2人(b,c)，2層2人(d,e)，協議体無の5人の

SC が行政との連携を挙げた。《地域包括支援センタ

ーとの連携》は2層(e)と協議体無のみが挙げた。 

【資源開発に活かす意図的な情報の収集と共有】

は，2サブカテゴリと7コードで構成された。《住民か

ら意図的に課題を収集》は4コードで，順に＜住民か

らの聞き取り＞＜座談会および勉強会の開催＞＜ア

ンケート調査＞＜地域ケア会議＞が挙がった。《資源

開発につなげる専門職間の情報共有》は3コードで，

順に＜SC 個人のネットワークの活用＞＜SC 同士の

交流会＞＜他地域の専門職との交流＞だった。 

 1層3人に共通したのは，＜住民からの聞き取り＞

だったが，2層では3人(e,f,g)が挙げた。＜座談会お

よび勉強会の開催＞は，1層2人(b,c)と2層3人 

(f,g,h)が挙げた。＜アンケート調査＞は，１層・2

層とも１人(a,e)が，＜地域ケア会議＞は2層の１人 

(e)が挙げた。協議体無には《住民から意図的に課題

を収集》の発言自体が無かった。 

 

3．SC の資源開発を阻害する要因 

 表3に9人の SC が述べた資源開発を阻害する要因

を示す。コード18，サブカテゴリ5から，生成したカ

テゴリは3で，全体の発言数51の内，多い順に【SC

業務に対する理解不足】27(52.9%),【地域・地縁組

織との関係構築の困難さ】18(35.3%),【SC の知識・

技術不足】6(17.9%)だった。以下，結果を示す。 

【SC 業務に対する理解不足】は，2サブカテゴリ

と9コードで構成された。《制度と住民ニーズの調整

によるジレンマ》は＜住民の関心は高齢者だけでは

ない＞＜住民の思いの対立＞＜縦割り行政の壁＞＜

SC への圧力＞の4コードで構成され，発言数は共に3

だった。発言に「住民の要望でしたが，行政から，

それは高齢者の事業じゃないからと言われ…。」，「関

心事は地区によって違う。」，所属内では，「高齢者以

外の話題が出ると，チェックが入る。」や，「何かコ

ーディネーターのせいになり，板挟みになる。」があ

った。 

《人員不足の勤務体制》は，＜SC の孤立＞＜仕事

の抱え込み＞＜時間外労働＞＜兼務＞＜配置転換が

早い＞の5コードで構成され，発言数は共に3だった。 

1層に共通したコードは＜SC の孤立＞で，発言に「大

前提に孤立がある。」，「外にばかり行くので，仕事し

てないと見られている。」があった。 

発言は1,2層に見られたが，協議体無には発言自体

が無かった。 

 【地域・地縁組織との関係構築の困難さ】は，2

サブカテゴリと6コードで構成された。《地域の受け

入れが進まない》は，＜SC の知名度が低い＞＜地 
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協議
体無

a ｂ ｃ ｄ e ｆ ｇ ｈ i

住民の意欲を支える後方支援 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 5 〇 9

住民ニーズを支援 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 4 〇 8

住民の意識を高める 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 3 6

かみ合わない思いの調整 〇 〇 2 〇 〇 2 4

聞く姿勢と一緒に取り組
む姿勢

〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 3 〇 7

会議等に参加し住民理解
を深める

〇 1 〇 〇 〇 〇 4 〇 6

事業に参加しつながりを維持 〇 1 〇 〇 〇 3 〇 5

相手を尊重する倫理的な態度 〇 1 〇 〇 〇 3 4

積極的な情報収集 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 5 〇 9

統計資料，制度政策の把握 0 〇 〇 〇 3 3

自主的に研修会へ参加 〇 1 〇 〇 2 〇 3

地域を理解する視点 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 5 6

マネジメント力 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 4 6

アセスメント力 〇 〇 2 〇 〇 2 4

前職の経験 前職の経験 0 〇 〇 〇 3 〇 4

地域に出向いて関係構築 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 5 8

地域人材の発掘から担い
手養成

〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 4 〇 7

相談できる関係性 0 〇 〇 〇 〇 〇 5 〇 6

SC業務の見える化 0 〇 〇 〇 3 3

行政の支援体制 〇 〇 2 〇 〇 2 〇 5

行政からの情報提供 0 〇 1 〇 2

協議体との連携 〇 〇 2 0 2

地域包括支援

センターと連

携

地域包括支援センターと
連携

0 〇 1 〇 2

住民からの聞き取り 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 3 6

座談会および勉強会の開催 〇 〇 2 〇 〇 〇 3 5

アンケート調査 〇 1 〇 1 2

地域ケア会議 0 〇 1 1

SC個人のネットワークの活用 〇 〇 2 〇 〇 2 〇 5

SC同士の交流会 〇 〇 2 〇 〇 2 4

他地域の専門職との交流 〇 1 〇 〇 2 3

資

源
開

発

に
活

か

す
意

図

的

な

情

報

の
収

集

と
共

有

根
回
し
か
ら
の
信
頼
関
係
構
築

住
民
主
体
を
支
援

地
域
を
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
す
る

知
識
・
技
術

自己学習と
自己研鑽

住民主体の
資源開発を
支えるマネ
ジメント力

行政との
連携

35

所属内の良
好な人間関
係の構築

地域・地縁
組織との
関係構築

住民に寄り
添う姿勢

資源開発に
つなげる専
門職間の情
報共有

26

  ＊〇は発⾔が有ったもの，空欄は発⾔が無かったもの

表2．生活支援コーディネーターの資源開発を促進する要因

裏方として
関わる

合
計
発
言
数

住民から意
図的に課題
を収集

カ
テ
ゴ
リ

サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ

コード

第1層協議体
（3人）

発
言
数

第2層協議体（5人）

発
言
数

カ
テ

ゴ

リ

発
言

数

49

35
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域・地縁組織とのつながり不足＞＜住民の理解を得

る難しさ＞の3コードが挙がった。発言には，「これ 

がまとまらない。」「納得できない，どうしてとなる。」 

があった。発言が半数を超えたのは＜SC の知名度が

低い＞と＜地域・地縁組織とのつながり不足＞だっ

た。《地域の実情が資源開発に影響》は，＜課題を見

つける困難さ＞＜担い手確保が困難＞＜協議体が無

い＞の3コードが挙がったが，発言数は各1,2と少な

かった。 

【SC の知識・技術不足】は1サブカテゴリと3コー

ドで構成された。＜知識を生かす技術がない＞＜学

習機会の不足＞＜マネジメント力の不足＞で，発言

数は共に2だった。協議体別では，1層(a,c)と2層

(d,f)に発言があったが，他の SC には見られなかっ

た。 

 

Ⅳ 考   察 

 

1．資源開発の現状 

 SC の資格要件は定まっていないが，本協力者は，

全員が医療福祉の専門職だった。そのため，発言に

は保有資格の知識や経験が影響したと思われる。 

開発した資源は，地域支援事業に関連したもので，

主に，総合事業として通いの場づくりや，生活支援

の担い手養成等があった。先行文献11)では，集いの

場，体操教室等への社会参加は，高齢者のフレイル

予防につながると報告している。 

また，2層 SC の活動を分析した岩垣12）は，地域と

の積極的な関りが，高齢者の生きがいづくりに貢献

すると述べている。 

SC が地域と積極的に関わることで開発した社会資

源は，先行文献と同様，高齢者のフレイル予防や生

きがいづくりにつながったと推測する。  

一方で，地域の要望で高齢者以外の資源開発もあ

った。SC は介護保険法を根拠法令として，地域包括

ケアの中で，介護予防を推進する立場にある。その 

ため，制度的には，高齢者の介護予防等に関した資

源開発が主となる。しかし，現実的には，地域の人々

は，地域，暮らし，生きがいを共に創り高め合うこ

とが出来る地域共生社会の実現を目指していると思

われる13）。SC の発言に，「町づくりを考えると，や

っぱり介護保険とか高齢者だけとは言っていられな

い。」があったことから，高齢者以外の資源開発にも

着手したと考える。ただし，この開発は，考察の3

で述べる通り，住民の要望を支援したい SC と，現行

制度の遂行を求める行政や組織との間に軋轢を生み，

SC 自身はジレンマを感じていた。 

他方，地域によっては総合事業の開発に至ってい

ない状況もあった。 

 

2．SC の資源開発を促進する要因 

 SC の発言をマトリックス表で可視化した結果を

基に，促進要因を考察する。発言数の多い【住民主

体を支援】では，SC は《裏方として関わる》ことを

意識していた。関本ら14）は，保健師の住民支援の特

徴として，住民活動には補佐的な立場で関わること

の効果を報告している。地域支援に関わる SC も，自

分が主体となって動くのではなく，裏方として住民

を補佐したと考えた。また，《住民に寄り添う姿勢》

は，住民の思いを理解し一緒に取り組むという，真

摯な姿勢で住民と接していた。この姿勢が地域の状

況に合わせた資源開発を促進したと推測する。 

次に，【地域をコーディネートする知識・技術】は，

SC が積極的な《自己学習と自己研鑽》と《前職の経

験》を活かして《住民主体の資源開発を支えるマネ

ジメント力》を発揮したと考える。三矢ら15）は，多

様な主体が集まる地域では，組織をマネジメントす

るコーディネーターが必要と述べている。また，看

護師のコーディネートの概念分析をした飯岡ら16）は，

コーディネート力には，関係者をつなぐというより，

関係者に積極的に働きかける能力が必要だと述べて

いる。本 SC は，社会福祉士や保健師，ケアマネジャ

ーの実務経験があるため，かれらの経験値やマネジ

メント力を活かして，地域をコーディネートしたと

考える。 

3つ目の【根回しからの信頼関係構築】は，SC が

地域・地縁組織，所属組織，行政との信頼関係を構

築するために根回しというスキルを用いたと考えた。

根回しについて，伊庭17）や池田18）は，様々な組織の

協力を得るためには，関係する組織を巻き込んで，

相手を動かす根回しが必要だと述べた。同様に，松

永19)は，病院内の組織力を高めるには，事前の根回 

しが必要で，それが所属組織との信頼関係の構築に

つながると報告した。本1，2層の SC は，根回しを用

いて，積極的に＜地域に出向いて関係構築＞し，＜

地域人材の発掘から担い手養成＞につなげていたと

考えた。一方，2層5人と協議体無は，《所属内の良好

な人間関係の構築》を挙げ，＜相談できる関係性＞

を促進要因とした。さらに，2層の3人(d,e,g)は，所

属の協力を得るために＜SC 業務の見える化＞を図

っており，かれらは所属組織を味方に付けて，様々

な資源開発につなげたと推測する。 
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他方，1層の SC には，《所属内の良好な人間関係の

構築》の発言が無かったことから，根回しにも協議

体別の特徴があると考える。また，《行政との連携》

では，5人の SC(b,c,d,e,i)が，＜行政の支援体制＞

を挙げ，行政との連携が資源開発の実現につながっ

たと考える。しかし，＜協議体との連携＞を促進要

因に挙げた SC は2人だけだった。永田ら4)の調査と

同様，協議体には SC を補佐する機能が乏しいことが

伺われた。さらに，《地域包括支援センターとの連携》

を促進要因に挙げた SC も2人だけで，連携はガイド

ライン1）通りには行っていない現状があった。 

4つ目の【資源開発に活かす意図的な情報の収集と

共有】の《住民から意図的に課題を収集》は，SC の

役割遂行につなげる問題提起としての情報収集であ

り，地域の実情に応じた方法で実施されていた。一

方，《資源開発につなげる専門職間の情報共有》は，

約半数が＜SC 個人のネットワークの活用＞や＜SC

同士の交流会＞を通して情報共有をした。地域にお

ける情報共有は，保健医療福祉の多職種が連携を行

う際に必要であるとされ20），現在，ICT を用いた多

職種間の情報共有の効果が報告されている21)。同時

に，情報漏れを危惧するなどの課題も報告されてい

た。成瀬ら22)の在宅ケアの実務者を対象に，多職種

連携の困難さを調査した報告では，お互いに時間的

協議

体無

a ｂ ｃ ｄ e ｆ ｇ ｈ i

住民の関心は高齢者だ
けではない

〇 1 〇 〇 2 3

住民の思いの対立 0 〇 〇 〇 3 3

縦割り行政の壁 〇 1 〇 〇 2 3

SCへの圧力 〇 1 〇 〇 2 3

SCの孤立 〇 〇 〇 3 0 3

仕事の抱え込み 〇 1 〇 〇 2 3

時間外労働 〇 1 〇 〇 2 3

兼務 0 〇 〇 〇 3 3

配置転換が早い 〇 1 〇 〇 2 3

SCの知名度が低い 〇 1 〇 〇 〇 3 〇 5

地域・地縁組織との
つながり不足

〇 1 〇 〇 〇 3 〇 5

住民の理解を得る難しさ 〇 1 〇 〇 2 3

課題を見つける困難さ 0 〇 1 〇 2

担い手確保が困難 〇 1 〇 1 2

協議体が無い 0 0 〇 1

知識を生かす技術がない 〇 1 〇 1 2

学習機会の不足 〇 1 〇 1 2

マネジメント力の不足 〇 〇 2 0 2

　＊〇は発言が有ったもの，空欄は発言が無かったもの

発
言
数

地

域

・

地

縁

組

織

と

の

関

係

構

築

の

困

難

さ

地域の受け入れが

進まない

18

地域の実情が資源

開発に影響

表3．生活支援コーディネーターの資源開発を阻害する要因

カ
テ
ゴ
リ
発
言
数

27

6

S
C
の
知
識
・

技
術
不
足

SCの知識・技術

不足

S
C
業
務
に
対
す
る
理
解
不
足

制度と住民ニーズ

の調整によるジレ

ンマ

人員不足の
勤務体制

合
計
発
言
数

カ
テ
ゴ
リ

サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ

コード

第1層協議体
（3人）

発
言
数

第2層協議体（5人）
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余裕が無く連携が取りづらいことや，相手をよく知

らないと情報共有や連携が取りにくいがあった。SC

は2015年から新たに設けられた職種のため，SC の役

割に対する理解に差があり，資源開発につながる情

報共有は十分でなかった可能性がある。 

 

3．SC の資源開発を阻害する要因 

 資源開発を阻害する要因を発言数の多いカテゴリ

順に考察する。【SC 業務に対する理解不足】には，《制

度と住民ニーズの調整からくるジレンマ》があった。

岩垣ら23)は，SC と地域住民の協働で，高齢者以外も

参加できる資源開発に取り組んだ成果を報告した。

しかし，高齢者以外のニーズを支援した SC(c,g,h)

は，＜住民の思いの対立＞＜縦割り行政の壁＞＜SC

への圧力＞から，その調整にジレンマを感じていた。 

高橋ら24)は，SC が地域支援事業を進める際のポイ

ントとして「高齢者だけでなくトータルな地域づく

りに視点を置いた検討を行政と共有して進めること」

と述べ，地域を包括的に捉える必要性を報告してい

る。だが，SC の発言からは，こういった SC の活動

視点が，行政や所属組織に十分理解されていないこ

とが伺える。 

《人員不足の勤務体制》の＜SC の孤立＞は，1層

に共通した発言だった。この要因として，1層 SC の

配置数が1人であることと，1層の促進要因の中に《所

属組織との関係構築》がなかったことが挙げられる。

かれらは，所属からの支援や理解が得られず，孤立

を深めたと推測する。コードには＜仕事の抱え込み

＞＜時間外労働＞＜兼務＞等があった。菱沼25）は SC

の地域支援を阻害する要因を分析した中で，業務量

の多さを指摘していたように，一部の SC は業務量の

多さを感じていた。SC の業務は所属組織の中で十分

理解されない場合，資源開発の阻害要因になると示

唆された。 

【地域・地縁組織との関係構築の困難さ】に，《地域

の受け入れが進まない》が挙がった。作野26）は，地

域運営の中で，地域住民と行政には認識のずれがあ

り，地域住民との間に軋轢が生じることが多いと報

告している。また，菱沼25）は SC の地域への関り方

の難しさを阻害要因の1つにあげていた。本 SC も地

域に受け入れられることの困難さを感じていたと考

えた。 

協議体無が「協議体が無いことで，地縁組織との

関係構築が難しかった。」と発言した。協議体が無い

ことが，協議体の構成員である地域・地縁組織との

顔の見える関係構築を困難にしたと考える。中村27）

は，協議体の取り組みが進むにつれて，地域の支え

合い活動が各地で生まれたと報告していることから，

資源開発は協議体と連携することが鍵になると考え

る。また，《地域の実情が資源開発に影響》のように，

それぞれの地域の状況が，阻害要因に関連した可能

性がある。 

【SC の知識・技術不足】は3コードとも，主に，1層

に見られた発言だった。1層 SC は1人配置であり，所

属組織内に＜相談できる関係性＞がないことが関連

し，知識不足を感じた可能性がある。しかし，半数

以上の SC は阻害要因とまでは思っていなかったた

め，このカテゴリに共通性はないと推測する。 

 以上から SC の阻害要因に共通するカテゴリは，主

として【SC 業務に対する理解不足】と【地域・地縁

組織との関係構築の困難さ】だったと考えた。 

 

4．SC の活動区域等から考察する資源開発に関連す

る促進・阻害要因 

 ガイドライン1）によれば，1層SCは市町村区域を，

2層 SC は日常生活圏域（中学校区域等）を担当し，

その活動区域において役割を遂行するとされている。

1層の活動区域は市町村と範囲が広いが，今回の協力

者3人の配置数は各1人であった。発言に「地域がも

う広過ぎて…まとまらない。」があり，《人員不足の

勤務体制》が阻害要因に挙がったことから，SC の活

動区域と配置人数は資源開発に影響すると思われた。 

2層は，1層と比べると中学校区と狭い範囲が活動

区域のため《地域・地縁組織との信頼関係が構築》

がしやすい環境だった。今回，2層 SC が開発した資

源の内容は１層 SC が開発した資源の内容と比べる

と，より地域ニーズに対応したものとなっており，2

層の活動区域は資源開発に影響したと思われる。ま

た，3人（d,g,h）の配属協議体では SC が複数配置さ

れ，「日頃からのつながりがあり，情報を貰った。」

や，「相談できなかったら行き詰っていた。」の発言

があった。複数配置の協議体では，SC 同士の協力が

得やすく，それが促進要因に影響したと推測する。 

協議体無は，協議体が無いことを阻害要因に挙げ

たが，行政との良好な関係を築くことが促進要因に

なったと考える。 

以上のことから，SC の活動区域，配置人数，配属

協議体の有無は，促進要因・阻害要因に影響したと

考える。 

 

研究の限界 

 本調査で SC の資源開発を促進する要因と，阻害す

る要因を示した。しかし，調査協力者が9人と少ない

ことや，資源開発には地域の状況が影響することか

ら，現段階で一般化は難しい。今後は，本結果を踏

まえた量的調査を実施して SC の資源開発に関連す
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る促進要因，阻害要因を明らかにしたい。 

 

 

Ⅴ 結   語 

 

 本調査目的は，SC の資源開発の現状から，開発を

促進する要因，阻害する要因を明らかにすることで

ある。開発の現状は，複数回答だが，SC 全員は，地

域の状況に応じた資源開発に着手し，主な開発は地

域支援事業に関連するものだった。一方で，地域の

要望で介護保険制度以外の資源開発も見られた。 

資源開発の促進要因は，SC が裏方に徹し住民主体

を支援したこと，地域をコーディネートする知識・

技術を用いて様々な組織に根回しをして信頼関係構

築をしたこと，資源開発に活かす意図的な情報の収

集と共有があったことだと考えた。 

主な阻害要因は，所属組織や行政の SC 業務に対す

る理解不足と地域・地縁組織との関係構築の困難さ

だと考えた。 

上記に加え，配属協議体別の発言から，SC の活動

区域，配置人数，配属協議体の有無も，促進・阻害

要因に影響したと考えた。 
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しました。また，データの分析に際しご指導を賜っ
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掛川市の乳幼児健診における言葉の発達支援の実態把握 
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要旨 掛川市の1歳6か月児健康診査（以下，1歳半健診）の要フォロー判定率（支援が必要であると

判断された割合）は高く，令和3年度は81.6％であった。要フォロー判定率の中でも特に「言

葉」に関するフォロー（言葉の発達支援。以下，「言葉」フォロー）率が高く，令和3年度は71.9％

であった。そこで，1歳半健診の「言葉」フォローの実態を明らかにするため，平成31年4月～

5月生まれの1歳半健診と3歳児健診を受診した幼児を対象とし，健診のアンケートや児のカル

テから1歳半健診での要フォロー判断の妥当性の分析を行った。その結果，1歳半健診で「言葉」

フォローとなった児のうち，3歳児健診でも「言葉」フォローとなった児は17.0％であった。

また，1歳半健診のアンケートに記載している有意語数が3語以上であれば，3歳児健診で「言

葉」フォローでない割合が97.5％という結果となった。以上より，1歳半健診の要フォロー判

定率を低下させるために，今後は「言葉」フォローの判断基準を明確化し，より効果的な支援

方法を検討する必要がある。 

Key words ： 1歳6か月児健診，3歳児健診，言葉，発達 

 

 

 

Ⅰ 緒   言 

 

 掛川市の1歳6か月児健康診査（以下，1歳半健診）

では，全体の要フォロー判定率が高く，令和3年度に

は81.6％であり，県全体と比較すると高い。また，3

歳児健診の要フォロー判定率は，県全体と比較する

と，ほぼ同様の割合であった。このことから，1歳半

健診の要フォロー判定率が高く，その中でも，「言葉」

フォロー率は，令和3年度には71.9％と特に高いこと

が課題である。 

当市では，1歳半健診や3歳児健診で「言葉」フォ

ローありを判断する基準が明確には決められておら

ず，健診会場での発語がないという理由で，念のた

め「言葉」フォローにあげているため，オーバース

クリーニングとなっている可能性がある。そのため，

家で言葉が出ているが健診会場で言葉が出なかった

児について，実際にフォローが必要であったのかを

調査し，その結果をもとにフォロー判定の基準を見 

 

*  静岡県掛川市役所健康医療課 

2* 静岡県西部健康福祉センター 

3* 浜松医科大学健康社会医学講座 

連絡先：〒436-0068 静岡県掛川市御所原9-28  

静岡県掛川市役所健康医療課  

E-mail: tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp 

直す必要が出てきている。そこで，1歳半健診時の「言

葉」フォローが，3歳児健診時の「言葉」フォローの

スクリーニングとして妥当かどうかを検証すること

を目的とする。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1 対象 

 平成31年4月～令和元年5月生まれの掛川市で3歳

児健診を受診した164名のうち，1歳半健診を掛川市

において受診した151名を対象とした。 

 

2 方法 

 児のカルテと1歳半健診のアンケートより，児のカ

ルテに保健師が判定した「言葉」フォローの有無の

記載があるか，会場での発語の有無，保護者が記入

するアンケートでの児が発語している有意語数，フ

ォロー方法（フォロー方法には，次回健診で確認，

電話でのフォロー，発達相談を実施等どのようにフ

ォローするか記載されている。）の項目を抽出し，3

歳児健診での「言葉」フォローありを正しい判定で

あるとみなしてスクリーニングの精度の妥当性につ

いて分析を行った。 

 

-129 -



 東海公衆衛生雑誌 第 12 巻第 2 号 2025 年  

(1) 1歳半健診時の「言葉フォロー」が，3歳時健診

時の「言葉フォロー」のスクリーニングとして妥当

かどうかを検証するために，McNemar 検定を実施し

た。有意水準は5％とした。また，感度（異常のある

児について，要フォローと適切に判定できる割合），

特異度（異常のない児について，正常と判定できる

割合），陽性反応的中度（要フォローと判定された児

のうち，異常が認められた割合）を算出した。 

・感度＝1歳半フォローあり／3歳フォローあり 

・特異度＝1歳半フォローなし／3歳フォローなし 

・陽性反応的中度＝3歳フォローあり／1歳半フォロ

ーあり 

(2) 1歳半健診のアンケートの有意語数と3歳児健診

の「言葉」フォローの有無の関連を分析した。 

なお，1歳半健診のアンケートの有意語数とは，保

護者がアンケートに記載した児の発語の中から，名

詞の数のみを抽出した。 

岩堂¹⁾は，1歳半健診における「言葉」について質

問票への意味のある言葉の記載数は平均5語，少ない

子どもで3語，多い子どもでは20語ほどと報告してい

る。また，言語発達遅滞を疑われる子どもの場合は，

記載がないかあるいはあっても極めて少ないと示し

ている。また，諸岡²⁾によると，1歳半健診では，ほ

とんどの児が単語2個を話しており，単語3語を話せ

ないのは7％であり，単語3語でスクリーニングする

とかなりの児が不通過となる。したがって単語2個の

不通過を遅れありとするのがよいと報告している。 

そのため，本研究では，単語3語をカットオフして

検討していく。 

(3) 1歳半健診での「言葉」の早期フォローの必要性

の有無と3歳児健診での「言葉」フォローの有無の関

係から，感度及び特異度，陽性反応的中度を算出し

た。 

・早期フォローの必要性ありとは，健診の事後フォ

ローの方法が「電話」「発達検査」「来所相談」「個

別訪問」を指す。 

・早期フォローの必要性なしとは，次回の健診にて

様子確認予定となった児，または「言葉」フォロ

ーなしの児を指す。 

・感度，特異度，陽性反応的中度の定義は（1）と同

様である。 

(4) 1歳半健診の会場での発語有無と3歳児健診の

「言葉」フォローの有無の関連を分析した。 

・1歳半健診や3歳児健診で「言葉」フォローありと

判断する基準が明確には決められておらず，保健

師によるカルテ上の記載に従った。 

・3歳児健診後のフォロー方法として，「電話」「発達

検査」「就園先や療育先でのフォロー」「個別訪問」

があげられる。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

1 フォロー状況 

 対象者のうち，1歳半健診での「言葉」フォロー率

は，58.3％(88名)であった。なお，1歳半健診を受診

した151名のうち，何らかのフォローが必要と判断さ

れたのは，131名であり，そのうち，言葉に関してフ

ォローがあったのは98名（74.8％）であった。また，

3歳児健診での「言葉」フォロー率は，10.6％(16名)

となった。 

 

2 1歳半健診での様子と3歳児健診「言葉」フォロー

有無の分析 

(1) 1歳半健診と3歳児健診における「言葉」フォロ

ーの関連について，表1に示した。 

感度は93.8％，特異度は45.9％，陽性反応的中度

は17.0％であった。 

McNemar 検定にてｐ＜0.001となり，1歳半健診時

の「言葉フォロー」の有無と3歳時健診時の「言葉フ

ォロー」の有無に有意な関連を認めた。 

男女別にみると，男児で「言葉」フォローとなっ

た児が多いことがわかった。 

1歳半健診で「言葉」フォローとなった88名のうち，

男児は53名（60.2％）となった。また，3歳児健診に

おいて「言葉」フォローとなった16名のうち，男児

は11名（68.8％）であった。 

(2) 1歳半健診のアンケートの有意語数と3歳児健診

の「言葉」フォローの有無の関連を表2に示した。 

感度は81.3％，特異度は88.1％，陽性反応的中度

は44.8％であった。 

 また，1歳半健診でのアンケートの有意語数は3語

以上記載があったが，3歳児健診で「言葉」フォロー

があった児は3名であった。この3名については，3

歳児健診でのカルテの記録やアンケートから以下の

様子が見られた。 

Ａさん：会場で発語がなく，絵本はマイペースにめ

くり，質問の意図がくめない。 

Ｂさん：外国人であり，同行した友人の通訳を介す

が，言葉が理解できているか分からない。 

Ｃさん：保健師との相談時，眠くてやりとりができ

なかった。 

 なお，Ｃさんについて1歳半健診のカルテには，応

答のやりとりはやらず，乗り物は全て「トラック」，

動物は全て「ワンワン」と発言があったと記録され

ていた。 
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(3) 1歳半健診での早期フォローの必要性の有無と3

歳児健診の「言葉」フォローの有無の関係を表5に示

した。 

感度は25.0％，特異度は97.8％，陽性反応的中度

は57.1％であった。 

(4) 1歳半健診の会場での発語有無と1歳半健診の

「言葉」フォローの有無の関連を表4に示した。 

表4から，1歳半健診において会場で発語がなかっ

た56人のうち，1歳半健診で「言葉」フォローと判定

された人は，50人であった。このことから，1歳半健

診において，会場で発語がなかった児のうち，1歳半

健診で「言葉」フォローありとなった割合は，89.3％

であった。 

また，1半健診の会場での発語有無と3歳児健診の

「言葉」フォローの有無の関連を表5に示した。不明

を除外して，感度は50.0％，特異度は58.0％，陽性

反応的中度は10.7％であった。さらに，「言葉」フォ

ロー率について，会場での発語の有無による差はほ

ぼなかった。 

 

人数（男児） ％ 人数（男児） ％ 人数（男児） ％

あり 15（10）* 93.8 73（43）* 54.1 88（53） 58.3

なし 1（1）* 6.3 62（27）* 45.9 63（28） 41.7

計 16（11） 100.0 135（70） 100.0 151（81） 100.0

＊McNemar検定 ｐ＜0.001

表１　1歳半健診時と３歳児健診時の言葉フォローの有無

１歳半健診
言葉フォロー

３歳児健診言葉フォロー
計

あり なし

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

３個未満 13 81.3 16 11.9 29 19.2

３個以上 3 18.8 119 88.1 122 80.8

計 16 100.0 135 100.0 151 100.0

計１歳半健診
アンケート
有意語数

３歳児健診言葉フォロー

あり なし

表２　１歳半健診時の有意語数別と３歳児健診時の言葉フォローの有無

有意語数 人数 ％

０語 5 3.3

１語 12 7.9

２語 12 7.9

３語 19 12.6

４語 16 10.6

５語 20 13.2

６語 20 13.2

７語 12 7.9

８語 8 5.3

９語 9 6.0

10語以上 18 11.9

計 151 100.0

表３　１歳半健診のアンケートに記載されていた有意語数の状況
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

なし 50 56.8 6 9.5 56 37.1

あり 23 26.1 52 82.5 75 49.7

不明 15 17.0 5 7.9 20 13.2

計 88 100.0 63 100.0 151 100.0

表６　１歳半健診会場での発語と１歳半健診言葉フォローとの関係

計１歳半健診
会場での発語

１歳半健診言葉フォロー

あり なし

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

なし 6 37.5 50 37.0 56 37.1

あり 6 37.5 69 51.1 75 49.7

不明 4 25.0 16 11.9 20 13.2

計 16 100.0 135 100.0 151 100.0

表７　１歳半健診会場での発語と３歳児健診言葉フォローとの関係

計１歳半健診
会場での発語

３歳児健診言葉フォロー

あり なし

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

あり 4 25.0 3 2.2 7 4.6

なし 12 75.0 132 97.8 144 95.4

計 16 100.0 135 100.0 151 100.0

計１歳半健診で
早期フォロー必要

性

３歳児健診言葉フォロー

あり なし

表４　１歳半健診時の早期フォローと３歳児健診時の言葉フォローの有無

フォロー状況 人数 %

フォローなし 60 39.7

次回健診 84 55.6

電話 2 1.3

発達相談 2 1.3

子育て相談 2 1.3

訪問 1 0.7

計 151 100.0

表５　１歳半健診時のフォロー方法の状況
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Ⅳ 考   察 

 

1歳半健診のアンケートの有意語数と3歳児健診の

「言葉」フォローの有無の結果から，1歳半健診のア

ンケートに記載している有意語数が3語以上であれ

ば，3歳児健診で「言葉」フォローのない割合が97.5％

という結果となった。これは，「言葉」フォローの判

断基準のひとつとして活用できると考えられる。 

 また，1歳半健診でのアンケートの有意語数は3語

以上記載があったが，3歳児健診で「言葉」フォロー

のあった児の中には，言葉についてその意味を理解

しているか不明な児がいたため，1歳半健診において

発語があっても，言葉の意味を理解して発語してい

るかどうかを確認する必要があると考える。 

 つぎに，1歳半健診の会場での発語有無と1歳半健

診の「言葉」フォローの有無の結果では，1歳半健診

において，会場で発語がなかった児のうち，1歳半健

診で「言葉」フォローありとなった割合は，89.3％

であった。この値はかなり高値である。当市では，

静岡県のマニュアルに準じて健診を実施しているが，

会場での発語がない場合の具体例まではマニュアル

に記載されていないため，当市では会場での発語が

なかった場合，念のため「言葉」フォローにあげて

いるといった現状があることが大きく影響している

と考えられる。 

しかし，1歳半健診での会場での発語有無と3歳児

健診の「言葉」フォローの有無の関連性はみられな

かった。会場で発語がなかったという理由のみで，

要フォローとするのではなく，児の社会性や運動発

達などを含め総合的に要フォローを判断していく必

要がある。 

 1歳半健診での早期フォローの必要性の有無と3歳

児健診でのフォローの有無の結果では，感度が25％

ということから，3歳児健診で「言葉」フォローとな

った児のうち，1歳半健診において早期フォローが必

要と判断された児の割合は低いことがわかった。 

 発達が気になる児を把握した年齢について，2007

年に実施した村田ら³⁾の特別支援学校等に通う小・

中学生の養育者を対象とした調査では，養育者が子

どもの特性に気づいた年齢は1.9歳と+1.3歳であっ

たと報告している。また村田ら³⁾の調査では，1～2

歳で支援が必要であったと感じる養育者が多かった

と報告している。このことからも，1歳半健診での発

達障害や特性の早期発見の重要性がわかる。 

また，本研究は1歳半健診，3歳児健診を取り上げ

たが，当市ではその他にも6か月児相談や2歳2か月児

健診も実施している。2歳2か月児健診においても，

早期発見に向け重要な場であると言える。 

 よって，早期フォローが必要という判定について，

1歳半健診において有意語が3個未満の児を全員含め

るなど，より多くの児に行う必要があるかも知れな

い。 

さらに，伊丹ら⁴⁾によると，A市の1歳半健診後の

要フォロー率は，33.8％と約3人に1人が支援の必要

な発達要支援児となっていると報告している。他市

に比べても，当市の1歳半健診の要フォロー率は，約

5人に4人と高くなっている。 

1歳半健診で「言葉」フォローがあった児のうち，

3歳児健診でも「言葉」フォローがあった児は17.0％

であった。このことより，言葉でのフォローは，1

歳半健診では多く挙がっているが，3歳児健診では言

葉の心配はなくなっている児がほとんどであると分

かった。1歳半健診では，必要以上に「言葉」の発達

障害の可能性があるとして「言葉」フォローが必要

であると判定してしまっている可能性が否定できな

い。 

また平岩⁵⁾によると，現実には健診の場で「・・

の疑い」を告げられた保護者にとっては，それまで

の「かわいい」から「何か問題がありそうで不安」

へと対児感情が変化する可能性があり，保護者が気

分障害を抱えていたりするとそれが子どもに対する

ネグレクト，すなわち児童虐待へと発展する危険性

があるということを示している。 

当市の乳幼児健診においても，保健師が児のフォ

ローの必要性を判断し保護者に伝えると，ショック

を受ける保護者や，すぐに児の発達特性を受け入れ

ることができない保護者もいる。そのため，必要以

上に要フォローと判断し，保護者に不安を与えない

ためにも要フォロー判定率を適切に下げる必要があ

る。 

 

Ⅴ 研究の限界 

 

 本研究の3歳児健診の結果には，1歳半健診での適

切なフォローが3歳児健診での要フォロー判定率の

低下に寄与した可能性があるため，結果の解釈には

限界がある。 

 また，1歳半健診のアンケートに記載された有意語

の中には，言葉の意味を理解せずにオウム返しとし

て発せられたものが含まれている可能性がある。実

際の健診の現場では，保護者がアンケートに記載し

た児の発語の内容について，理解できているのか確

認し，フォローの有無を判断しているため，一部そ

のような可能性があったとしてもそのような事例は

ごくわずかである。今後，アンケートの有意語数を
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「言葉」フォローの判断基準として設ける場合は，

記載されている有意語が正しい場面で発言があった

のかなど，理解をしているかどうかについても十分

に確認していく必要はある。 

 

Ⅵ 結   語 

 

 以上のことから，当市では1歳半健診における要フ

ォロー判定率を適切に調整するために，明確な判断

基準を設ける必要がある。これにより，言葉の発達

に遅れがあると判断される児に対して，次回健診で

の確認を待たずに，電話での経過観察や発達相談の

紹介などを早い段階からより適切な支援を提供でき

るよう努めていきたいと考えた。 

 

本調査において開示すべき COI はない。 
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勤労者における朝食欠食と抑うつ発症の関連：愛知職域コホート研究 
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目的 中部地方の自治体職員を対象に，朝食欠食と5年後の抑うつ状態発症との関連を，愛知職域コ

ホート研究のデータを用いて検討することを目的とした。 

方法 愛知職域コホート研究の2013年のベースライン調査に参加した20-54歳の対象者のうちベー

スライン時に抑うつがない,あるいはうつ病の治療中ではない者のうち2018年調査にも参加し

た 2004人 (男性1452人,女性552人)を研究対象とした。抑うつ状態の評価は Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale 日本語短縮 (11項目)を使用し， 8点以上を抑うつ

とみなした。朝食欠食は朝食摂取頻度が週6回以下と定義した。さらに，5年間の朝食欠食の変

化を「非欠食 (2013年)→非欠食 (2018年)」，「欠食→非欠食」，「非欠食→欠食」，「欠食→欠食」

の4パターンに分けた分析も実施した。多変量ロジスティック回帰分析を用いて，性 (男性，

女性[閉経前]，女性[閉経後])，年齢，学歴，配偶者・14歳未満の子供の同居の有無，肥満 (BMI

≧25 kg/m2），喫煙状況，運動頻度，アルコール摂取量，睡眠時間，ストレス，ファミリー・ワ

ーク・コンフリクト，ワーク・ファミリー・コンフリクトを調整し，2018年の抑うつ発症のオ

ッズ比 (OR)と95%信頼区間 (CI)を推定した。 

結果 2018年に新たに抑うつ状態となったのは261人 (13%)であった。朝食欠食と抑うつ発症には

調整要因に独立した統計学的に有意な正の関連が認められた (OR: 1.39，95%CI: 1.01-1.90)。

朝食欠食の変化パターン別の分析でも「非欠食→非欠食」群に比べて「欠食→欠食」群は抑う

つ発症と有意な正の関連を示した (OR: 1.53，95%CI: 1.06-2.21)。 

結論 朝食欠食と抑うつ発症には調整要因に独立した正の関連が認められた。 

Key words ： 朝食欠食, 抑うつ, 勤労者, 縦断研究 

 

Ⅰ 緒   言 

 

うつ病は，気分が強く落ち込み憂うつになる，や

る気が出ないなどの精神症状の他，眠れない，疲れ

やすい，体がだるいといった身体症状が現れること

のある疾患で，気分障害の一つである1) 2）。うつ病は，

勤労者において休業やプレゼンティーズムの要因の

一つである3)～5）。また躁うつを含む気分障害の患者

数は2017年には127.6万人6），自殺者総数の約2割を

占めるだけでなく7)，疾病負担 (障害調整生存年)の

上位を占め8)，その予防は社会的に重要な課題であ

る。 
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一方，朝食欠食は肥満9)，糖尿病10)，心血管疾患等
11)との関連が報告されており，うつ病・抑うつ症状

との関連も横断研究12)～20），縦断研究21)～23)で報告さ

れている。しかし，勤労者において，ストレス24)や

ファミリー・ワーク・コンフリクト25)，ワーク・フ

ァミリー・コンフリクト26) 27)を考慮して，縦断的に

検討した報告はほとんどない。 

 そこで，中部地方の自治体職員を対象とした愛知

職域コホート研究において，朝食欠食と5年後の抑う

つ状態発症との関連を縦断的に検討した。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1.  対象者 

本研究は，愛知職域コホート研究10) 28) 29)参加者の

うち，2013年調査参加時の年齢が20-54歳で，5年後

の2018年調査にも参加した2782人を対象とした。う

つ病自己評価尺度 (Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale: CES-D)の日本語短縮版 

(11項目)に欠損がある者 (n=120)，共変量に欠損が
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ある者 (n=25)，ベースライン時に CES-D の点数が8

点以上である，あるいはうつ病の既往歴またはうつ

病の薬を服用している者 (n=545)，ベースライン時

にがん，心血管疾患 (心筋梗塞，狭心症，脳卒中，

心不全，心房細動，その他の心臓の病気)の既往歴が

ある者 (n=88)を除外した2004人 (男性: 1452人，

女性: 552人)を解析対象者とした。 

 

2. 抑うつ 

抑うつの判定には CES-D 日本語短縮版 (11項目)

を使用した。具体的には，「最近1週間の体や心の状

態について，お聞きします。それぞれ最も当てはま

る選択肢1つにマークしてください。」という質問に

対し，「食べたくない，食欲がおちた」，「ゆううつだ」，

「何をするのも面倒だ」，「なかなか眠れない」，「一

人ぼっちでさびしい」，「皆がよそよそしいと思う」，

「悲しいと感じる」，「皆が自分を嫌っていると感じ

る」，「仕事が手につかない」の各項目への回答のう

ち，「全く/ほとんどなかった」を0点，「たまにあっ

た」を1点，「しばしばあった」，「いつもあった」を

2点とした。「生活に満足して過ごせる」，「毎日が楽

しい」の逆転項目では「全く/ほとんどなかった」を

2点，「たまにあった」を1点，「しばしばあった」，「い

つもあった」を0点とした30)。合計点数 (範囲: 0～

22)を算出し，先行研究に基づいて，8点以上を抑う

つとみなした31) 32)。また，2018年にうつ病の既往歴

またはうつ病の薬の服用を申告した者も含めた。 

 

3. 朝食 

「朝食はどれくらいの頻度で食べますか？」とい

う質問に対し，「毎日食べる」，「週に5～6回」，「週に

3～4回」，「週に1～2回」，「月に1～3回」，「月に1回未

満」からそれぞれ当てはまるものを選択させ，毎日

摂取する群を非欠食群，それ以外 (週6回以下)を欠

食群とする2群に分類した。また，5年間の朝食欠食

の変化を「非欠食 (2013年)→非欠食 (2018年) (以

下同)」，「欠食→非欠食」，「非欠食→欠食」，「欠食→
欠食」の4パターンに分類した。さらに，朝食欠食の

有無ではなく，「非欠食 (毎日食べる)」，「週1～2回

欠食」，「週3回以上欠食」の3群に分類した感度分析

も実施した。 

 

4. その他の変数 (いずれもベースライン) 

性別と月経有無により，「男性」，「女性 (閉経前)」，

「女性 (閉経後)」に分類した。学歴は，最終学歴が

「大学以上」，「中学校，高校，短大，専門学校，4年

生大学中退」の2群に分類した。配偶者の同居はそれ

ぞれ「あり」，「なし」の2群に分類した。14歳未満の

子供の同居も同様に「あり」，「なし」の2群に分類し

た。 

肥満の有無は，自己申告の体重 (kg)と身長 (m)

から， Body Mass Index (BMI[kg/m2])を算出し，25 

kg/m2以上を「肥満」とした。 

喫煙状況は，「一度も吸っていない」，「やめた，現

在吸っている」の2群に分類した。運動頻度は，余暇

でゴルフ，ゲートボール，庭いじりなどの軽・中程

度以上の運動を「週1回以上」，または「週1回未満」

に分類した。アルコール摂取量は，「23g/日未満」，

「23g/日以上」に分類した33)。睡眠時間は「7時間以

上」，「7時間未満」に分類した34) 35)。 

ストレスは，自覚ストレス尺度 (Perceived 

Stress Scale: PSS)日本語版 (4項目)を使用した。

過去1か月，「人生での大切な事が自分の思うように

ならないと感じましたか」，「自分の多くの問題が山

積みで自分の手に負えないと感じましたか」という

質問に対して，「全くない」を0点，「ほとんどない」

を1点，「ときどき」を2点，「頻繁に」を3点，「とて

も頻繫に」を4点とした。「自分の問題を解決する能

力に自信があると感じましたか」，「思うように物事

がいっていると感じましたか」の逆転項目では「全

くない」を4点，「ほとんどない」を3点，「ときどき」

を2点，「頻繁に」を1点，「とても頻繫に」を0点とし

た。合計点数 (範囲: 0～16)を算出し，連続量を用

いて調整した。得点が高いほど高ストレスであるこ

とを示している36)。 

ファミリー・ワーク・コンフリクトは，「家庭の事

情により，仕事に以下のような障害が出てくること

はありますか。」という質問に対し，「家庭内の問題

によって仕事に専念できる時間が減る」，「家庭内の

心配または問題によって仕事から気持ちがそれる」，

「家事によって仕事をよく行うために必要な睡眠時

間が取れなくなる」，「家庭内での責任によって，リ

ラックスしたり1人になるための時間が減る」という

項目への解答選択肢について，「全くない」，「該当し

ない」を0点，「ある程度ある」を1点，「よくある」

を2点とした。合計点数 (範囲: 0～8点)を算出し，

0～4点を「障害なし」，5点以上を「ファミリー・ワ

ーク・コンフリクトあり」に分類した31) 37) 38)。「仕

事上の責任のために，以下のような点で家庭生活が

妨げられることがありますか。」という質問に対し，

「仕事のため，家族と過ごす時間が減る」，「職場で

の問題のため，家でイライラする」，「出張で家を空

けることが多い」，「仕事で非常にエネルギーを使う

ため，家庭では注意力が必要なことができないと思

う」という項目への解答選択肢について「全くない」，

「該当しない」を0点，「ある程度ある」を1点，「よ
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くある」を2点とした。合計点数 (範囲: 0～8点)を

算出し，0～4点を「障害なし」，5点以上を「ワーク・

ファミリー・コンフリクトあり」に分類した31) 37) 38)。 

 

5. 統計解析 

2018年の抑うつ発症の有無を目的変数，2013年の

朝食欠食の有無2群，または朝食欠食の5年間のパタ

ーン (4群)，朝食欠食頻度 (3群)を説明変数とした

ロジスティック回帰分析によりオッズ比 (OR)と95%

信頼区間 (CI)を推定した。解析は，性，年齢 (連続

量)調整のモデル1，学歴，配偶者の同居の有無，14

歳未満の子供の同居の有無，肥満，喫煙状況，運動

頻度，アルコール摂取量，睡眠時間，ストレス (連

続量)，ファミリー・ワーク・コンフリクト，ワーク・

ファミリー・コンフリクトを調整したモデル2の2通

り実施した。また，男性，女性 (閉経前)に層化した

分析も行った (閉経後女性における解析は対象者数

が少なく実施できなかった)。朝食欠食の5年間のパ

ターン  (4群)では，「非欠食 (2013年)→非欠食 

(2018年) (以下同)」を A 群，「欠食→非欠食」を B

群 ，「非欠食→欠食」を C群，「欠食→欠食」を D 群

とした。統計解析は全て IBM SPSS Statistics 

Version 29.0を使用し，統計学的有意性は p 値が

0.05未満の場合とした。 

 

Ⅲ 研究結果 

 

朝食欠食の有無 (2群)による解析 

全対象者の平均年齢 (標準偏差，以下同)は41.6 

(8.8)歳 であった。毎日朝食を摂取する非欠食群 

(n=1602， 79.9%)の平均年齢の42.4 (8.4)歳に比し，

週6回以下の欠食群 (n=402， 20.1%)の平均年齢38.2 

(9.6)歳は有意に低く，また欠食群の配偶者同居の割

合や14歳未満の子どもとの同居割合は非欠食群より

有意に低かった (表1)。 

2018年の欠食群の抑うつ状態者の割合は，18.7% 

(75人)で，非欠食群の11.6% (186人)より高値で，こ

の関連は考慮した交絡因子に独立していた (モデル

2 OR: 1.39，95% CI: 1.01-1.90) (表2)。性別に層

化した分析でも，男性 (モデル2 OR: 1.30，95% CI: 

0.88-1.92)と女性 (閉経前) (モデル2 OR: 1.53，

95% CI: 0.85-2.77)とで同様の傾向が認められたが，

統計学的有意性は認められなかった。 

非欠食 欠食

(n=1602) (n=402)

性別 男性 73.3 69.2

女性 (閉経前) 23.7 27.1

女性 (閉経後) 3.0 3.7

42.4 (8.4) 38.2 (9.6) <0.001

学歴 大学卒以上 80.4 77.1 0.14

配偶者の同居 あり 77.7 53.7 <0.001

14歳未満の子供の同居あり 44.6 28.4 <0.001

肥満 あり 16.8 17.7 0.68

喫煙状況 やめた／現在吸っている 28.7 30.3 0.50

運動頻度 週1回以上 28.4 24.4 0.11

アルコール摂取量 23g/日以上 20.2 23.1 0.20

睡眠時間 7時間未満 64.0 66.4 0.36

7.1 (2.1) 7.4 (1.9) 0.25

4.1 2.7 0.22

4.4 3.0 0.19

自覚的ストレス尺度（点）

ファミリー・ワーク・コンフリクト　あり

ワーク・ファミリー・コンフリクト　あり

p値はカイ二乗検定 (カテゴリ変数)またはt検定 (連続量)による。表中の数値は%または平均 (標準偏差)であ

る。

表1. 朝食欠食の有無 (2群)別の対象者の特徴，愛知職域コホート研究，2013年

p

0.24

年齢 (歳)
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2013年と2018年の朝食欠食のパターンの変化によ

る解析 

5年間の朝食欠食パターンは，A群が74.4%，B 群は

6.6%，C 群は5.6%，D 群は13.4%であった。平均年齢，

配偶者同居の割合や14歳未満の子どもとの同居割合

は４群間で有意な差が認められ，いずれも A 群が最

も高い値，B群が最も小さい値を示した (表3)。自

覚的ストレス点数は B 群が最も高く，A 群が最も低

かった。一方，ワーク・ファミリー・コンフリクト

有無については，C群が最も高く，B群が最も低い割

合を示し，いずれも4群間で有意な差が認められた。 

2018年の抑うつ状態者割合は，A 群で11.3%，B 群

で17.3%，C 群で15.2%，D 群では19.3%であった。A群

に比して，D群は5年後に抑うつを発症する確率が有

意に高かった (モデル2 OR: 1.53，95% CI: 1.06-

2.21) (表4)。  

朝食欠食頻度 (3群)による解析 

 2013年，2018年ともに朝食を週に1～2回欠食する

群は，両年とも欠食しない非欠食群に比し，抑うつ

を発症する確率が高かった (モデル2 OR: 1.59，95% 

CI: 1.06-2.38)。一方， 非欠食群に比し，週3回以

上欠食する群でも同様の傾向が見られたが，統計学

的有意性は認められなかった (モデル2 OR: 1.20，

95% CI: 0.79-1.83)。 

 

Ⅳ 考   察 

 

 自治体職員を対象とした本縦断研究において，非

欠食群に比し，欠食群は，5年後に抑うつ症状を発症

する確率が有意に高かった。この関連は，性，年齢，

学歴，配偶者の同居，14歳未満の子供の同居，肥満，

喫煙状況，運動頻度，アルコール摂取量，睡眠時間，

これまでの研究で考慮されていなかったストレス，

ファミリー・ワーク・コンフリクト，ワーク・ファ

ミリー・コンフリクトに独立していた。この結果は

先行の縦断研究から得られた朝食を欠食することは

抑うつ症状のリスクが高いことに関連するという知

見と一致している22) 23)。 

朝食欠食とうつ病との関連を説明する可能性のあ

るメカニズムとして，先行研究より，炎症や概日リ

ズムの乱れ等の可能性が示されている。すなわち，

大うつ病性障害を持つ患者では，炎症性サイトカイ

ンや急性期反応物質のレベルが上昇するなど，炎症

がうつ病の病因に関与していることを示唆している
39)。また，朝食欠食がないことと関連することが報 

非欠食

対象者数 1602

発症者数（%） 186（11.6）

p

モデル1 基準 1.55 (1.15-2.10) 0.004

モデル2 基準 1.39 (1.01-1.90) 0.044

表2. 朝食欠食の有無 (2群)と抑うつ発症の関連に関する
オッズ比 (OR)と95％信頼区間 (95% CI)，

愛知職域コホート研究，2013-2018

欠食

402

OR (95% CI)

モデル1: 性別，年齢を調整,モデル2: モデル1＋学歴，配偶者の同居，

14歳未満の子供の同居，肥満，喫煙状況，運動頻度，アルコール摂取

量，睡眠時間，ストレス，ファミリー・ワーク・コンフリクト，ワー

ク・ファミリー・コンフリクトを調整

75（18.7）

A群 B群 C群 D群

(非欠食→非欠食) (欠食→非欠食) (非欠食→欠食) (欠食→欠食)

(n=1490)  (n=133) (n=112) (n=269)

性別 男性 73.9 66.9 65.2 70.3

女性 (閉経前) 23.2 28.6 31.3 26.4

女性 (閉経後) 3.0 4.5 3.6 3.3

42.7 (8.3) 37.8 (9.3) 38.5 (9.6) 38.4 (9.8) <0.001

学歴 大学卒以上 80.5 75.9 78.6 77.7 0.46

配偶者の同居 あり 78.7 51.1 63.4 55.0 <0.001

14歳未満の子供の同居 あり 44.6 26.3 43.8 29.4 <0.001

肥満 あり 16.6 20.3 19.6 16.4 0.60

喫煙状況 やめた／現在吸っている 28.9 30.1 25.0 30.5 0.74

運動頻度 週1回以上 28.4 25.6 28.6 23.8 0.43

アルコール摂取量 23g/日以上 20.2 20.3 20.5 24.5 0.45

睡眠時間 7時間未満 64.2 66.2 60.7 66.5 0.71

7.0 (2.1) 7.6 (2.0) 7.3 (1.9) 7.2 (1.9) 0.006

4.2 3.0 2.7 2.6 0.53

4.1 0.8 8.9 4.1 0.016

自覚的ストレス尺度（点）

ファミリー・ワーク・コンフリクト　あり

ワーク・ファミリー・コンフリクト　あり

p値はカイ二乗検定 (カテゴリ変数)または分散分析 (連続量)による。表中の数値は%または平均 (標準偏差)である。

表3. 朝食欠食パターンの変化別の対象者の特徴，愛知職域コホート研究，2013年

p

0.27

年齢 (歳)
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告されている40)健康的な食事パターンは炎症を抑え

る特性を持つ可能性があるとされていることや41)，

朝食欠食と関連する，食事性炎症指数 (Dietary 

Inflammatory Index: DII)の上昇がうつ病リスクを

高める可能性も考えられる42)。 

また，朝食を抜くことは，肝臓の時計遺伝子や脂

質代謝関連遺伝子の概日リズムを乱し，体重増加や

脂肪蓄積を引き起こす可能性があるとされている他
43) 44)，抑うつにも関与することが報告されている45)。

しかし，本研究では炎症マーカーや概日リズムの変

化の測定はできていないため，朝食欠食がどのよう

にうつ病の発症に関与しているかについては，今後

の研究でさらなる検証が必要である。 

本研究では，ストレスやファミリー・ワーク・コ

ンフリクト，ワーク・ファミリー・コンフリクトを

調整しても朝食欠食と抑うつの発症に統計学的に有

意な関連が認められた。これらは抑うつの重要なリ

スク要因であるが，この結果は心理要因に独立して

日常的な朝食摂取の習慣が抑うつ発症に予防的に関

連する可能性があることを示唆している。 

性別に層化した解析において，男性，女性 (閉経

前)共に有意な関連は認められなかったが，オッズ比

の方向性は層化しない場合と一致している。理由の

一つとして層化により，サンプルサイズが減少した

ことがあげられる。また，男性における抑うつ発症

の割合12.5%であったのに対し，女性 (閉経前)での

割合は14.9%と高かった (結果は示していない)。不

安障害や気分障害は男性より女性の方が多いことが

報告されており46)，女性においては生活習慣以外の

要因の影響が強いことが関係しているのかもしれな

い47)。なお，女性は閉経に伴いエストロゲンやプロ

ゲステロンの分泌量が急激に低下し，特にエストロ

ゲンの低下により抑うつ症状などが見られるとされ

ているため48)，今回は閉経前の女性に限定して解析

を実施した。 

5年間の朝食欠食パターンの変化による解析でも，

A 群に比べて D 群は抑うつを発症する確率が高いと

いう，より強い関連性が認められた。一方，ベース

ラインに欠食でも2018年に非欠食のパターンは抑う

つとは有意に関連しなかった。このことは，長期に

わたって継続する朝食欠食の習慣継続が抑うつと関

連する可能性を示している。一方，朝食欠食者にお

いて朝食を摂取させることで抑うつ発症リスクが軽

減されるかは，本観察研究からは不明であり，さら

なる研究が必要である。 

朝食欠食頻度を「1日も欠食しない」「週1～2回欠

食」「週3回以上欠食」と定義した解析では，毎日摂

取する群と比較して週5～6回食べる群で抑うつを発

症する確率が統計学的に有意に高かった。この結果

より，欠食頻度と抑うつ発症リスクに量反応的な関

連があるのではなく，毎日の摂取が抑うつ症状の発

現に予防的に関わる可能性があると推察された。 

 本研究の強みとして，勤労者においてストレスや

ワーク・ファミリー・コンフリクト等の状況を含む，

多様な交絡因子を調整していること，縦断的解析で

あることなどが挙げられる。 

一方，本研究の限界として以下の5つが挙げられる。

第一に，本研究は観察研究であり，因果関係は不明

である。ベースラインの抑うつ状態を除外した解析

を実施しているが，抑うつ発症に繋がる何らかの不

全状態が存在していた者でその病態として朝食摂取

がなかった可能性 (因果の逆転)はあり得るため，

慎重な結果解釈が必要である。第二に，対象者数，

特に女性の対象者が十分でないため，層別解析の結

果は統計学的な検出力が低かった可能性がある。対

象者を増やしてさらなる検討を実施する必要がある。

第三に，抑うつ状態は自記式評価尺度のみを用いて

判定している。医師による判定を用いた研究の実施

が理想とされる。第四に，朝食を毎日食べない理由

について調査できていない。朝食を食べない理由は

「仕事のプレッシャー」49)，「時間がない」50)といっ

た心理的要因や外部的な環境など個々によって異な

り，理由が明確であればそれを改善するプログラム

や制度の設計に繋がると考えた。第五に，本研究は

A群

(非欠食→非欠食)

対象者数 1490

発症者数（%） 169（11.3）

OR (95% CI) p OR (95% CI) p OR (95% CI) p

モデル1 基準 1.43 (0.88-2.32) 0.15 1.24 (0.72-2.14) 0.44 1.66 (1.17-2.36) 0.005

モデル2 基準 1.18 (0.71-1.96) 0.52 1.17 (0.67-2.04) 0.59 1.53 (1.06-2.21) 0.023

表4. 朝食欠食パターンの変化と抑うつ発症の関連に関するオッズ比 (OR)と95％信頼区間 (95% CI)，
愛知職域コホート研究，2013-2018

B群

(欠食→非欠食)

C群

(非欠食→欠食)

D群

モデル1: 性別，年齢を調整,モデル2: モデル1＋学歴，配偶者の同居，14歳未満の子供の同居，肥満，喫煙状況，運動頻度，アルコール摂

取量，睡眠時間，ストレス，ファミリー・ワーク・コンフリクト，ワーク・ファミリー・コンフリクトを調整

(欠食→欠食)

133 112 269

23（17.3） 17（15.2） 52（19.3）
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自治体職員を対象として実施された検討であり，本

研究で得られた結果がすべての勤労者において同様

の結果となり得るかは明らかにできない。今後の研

究ではより多様な職種や地域を対象とした調査が必

要とされる。 

 

Ⅴ 結   語 

 

 中部地方の自治体職員を対象とし，朝食欠食と抑

うつ症状の関連性を検討した。その結果，朝食を毎

日摂取する人は週6回以下摂取する人に比べて抑う

つ症状を発症する確率が低かったことから，毎日朝

食を摂取することは抑うつの発症を予防する可能性

が示唆された。 

 

調査にご協力いただいた自治体職員の皆様，研究

の遂行のご助力頂いた同健康管理グループの皆様に

深く感謝申し上げます。開示すべき COI 状態はござ

いません。 

 また，本研究は，以下の研究費・寄附金の補助を

受けて実施されました。ここに感謝の意を表明しま

す。文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金

 (13470087, 16590499, 17390185, 17790384, 1859

0594, 20590641, 22390133, 23590787, 23659346, 

25893088, 26293153, 15K08802, 16K19278, 18H030

57, , 22H03349, 23K24607）,厚生労働科学研究費

補助金 (循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合

研究事業に対する厚生労働科学研究費 ((H26-Junka

nkitou [Seisaku]-Ippan-001,H29-Junkankitou [Se

ishuu]- Ippan-003,20FA1002,23FA1006）,労働安全

衛生総合研究事業 (23JA1006),愛知健康増進財団医

学研究・健康増進活動助成金,上原記念生命科学振興

財団,野口医学研究所 
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原稿は指定の期限までに再投稿してください。その際には、「査読者への回答」を別ファイル

として作成し、 原稿には修正箇所にハイライトを入れてください。 尚、査読者への回答は、

修正箇所の行番号を示し、 修正または削除、加筆した内容をわかりやすく説明し、査読者の

コメント１つ１つに回答するようにしてください。 

14. 修正が十分になされない場合には、共著者への問い合わせや指導を依頼することがあります。

また、査読者からの指摘に対して適切に対応されていないと判断された場合は、採択に至らな

いことがありますのでご留意ください。また、修正内容によっては、編集委員会は著者に対し

て 、 投 稿 論 文 支 援 者 制 度 （ http://plaza.umin.ac.jp/~tpha/cgi-

bin/wiki3/wiki.cgi?page=SHIEN）へ協力を要請するよう指示することがあります。その場合、

編集委員会は投稿論文支援者制度に必要な情報を提供します。 

15. 原稿の採否は、編集委員会が決定します。採択後には掲載用原稿として、編集委員会に対して

レイアウトを調整した原稿を提出して頂きます（2 段組み、学会ホームページ「東海公衆衛生

雑誌」の「掲載論文ひな形」参照）。ただし、著者による掲載用原稿への加筆訂正は認めませ

ん。掲載用原稿は Microsoft Word ファイル、PDF ファイルの両方をお送りください。編集委
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員会ではページ番号を修正した上で、原則としてそのままの状態で発行します。なお、電子版

ではカラーの図等の掲載が可能ですが、製本版ではカラー原稿であってもそのまま白黒印刷

しますので、白黒印刷での明瞭さについてもあらかじめご確認ください。 

 

＜掲載料＞ 

16. 投稿料は不要ですが、掲載料は 1ページ当たり 1 万円とします。ただし、2024 年 7 月 31 日ま

でに投稿された原稿に限り、掲載料を 40%割引します。校了の後、指定された期限までに払い

込みをしてください。なお、早期割引の期間内に投稿されても、いったん不採用となり、割引

期間を過ぎて再投稿となった場合には早期割引の適用はありません。 

17. 論文の別刷りは編集委員会では作成しません。必要な場合は、ホームページ掲載の PDF ファイ

ルから著者が作成してください。 

 

＜著作権及び論文公開方法＞ 

18. 掲載論文の著作権は東海公衆衛生学会に帰属します。著作権委譲承諾書を提出していただき

ます。 

19. 採択となりました論文は本学会ホームページのほか、J-STAGE、メディカルオンラインで公開

されます。 

 

＜東海公衆衛生雑誌編集委員会＞ 

2024 年発行担当 

 編集委員長：愛知学院大学健康科学部健康栄養学科 教授 渡邉智之 

 編集委員 ：岐阜聖徳学園大学看護学部 教授 石原多佳子 

 編集委員 ：至学館大学健康科学部栄養科学科 教授 今枝奈保美 

 編集委員 ：名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学 准教授 上山 純 

 編集委員 ：公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学社会健康医学研究科 教授 栗山長門 

 編集委員 ：浜松医科大学医学部健康社会医学講座 助教 柴田陽介 

 編集委員 ：椙山女学園大学教育学部 特命教授 中島正夫 

（五十音順） 

 

 

投稿・問合せ先：東海公衆衛生学会事務局 

〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町 65  

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学教室内 

E-mail：tokai-ph@med.nagoya-u.ac.jp 

Tel: 052-744-2132 Fax: 052-744-2971 
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